
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
八
号

港
湾
法
施
行
規
則

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
の
規
定
に
基
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
港
湾
法
施
行

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
港
湾
施
設
の
認
定
申
請
）

第
一
条
　
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
の
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
港
湾
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
港
湾
施
設
認
定
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
港
湾
管
理
者
の
名
称

二
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
施
設
の
位
置

三
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
施
設
の
種
類
及
び
構
造

四
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
施
設
が
他
の
工
作
物
と
効
用
を
兼
ね
る
と
き
は
そ
の
概
要

五
　
認
定
を
必
要
と
す
る
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
施
設
の
位
置
図
、
平
面
図
、
縦
断
面
図
、
横
断
面
図
及
び
構

造
図
を
添
附
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
該
施
設
の
種
類
に
よ
り
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
一
部
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
二
条
第
十
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
）

第
一
条
の
二
　
法
第
二
条
第
十
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
は
、
岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
に
附
帯
す

る
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
荷
さ
ば
き
施
設

二
　
野
積
場

三
　
駐
車
場

四
　
旅
客
施
設

五
　
前
各
号
の
施
設
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
護
岸

六
　
船
舶
の
た
め
の
給
水
施
設
及
び
動
力
源
の
供
給
の
用
に
供
す
る
施
設

七
　
港
湾
管
理
事
務
所

八
　
当
該
岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
及
び
前
各
号
の
施
設
の
敷
地

九
　
移
動
式
施
設

（
法
第
二
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
そ
の
他
の
要
件
）

第
一
条
の
三
　
法
第
二
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
そ
の
他
の
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　

ふ埠
頭
を
構
成
す
る
少
な
く
と
も
一
の
係
留
施
設
の
前
面
の
泊
地
の
水
深
が
十
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
、
港
湾
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
埠
頭
が
同
一
の
民
間
事
業
者
に
よ
り
一
体
的
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
。

（
法
第
二
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
情
）

第
一
条
の
四
　
法
第
二
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
情
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
輸
入
ば
ら
積
み
貨
物
で
あ
つ
て
、
そ
の
種
類
ご
と
の
我
が
国
に
お
け
る
取
扱
量
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通

し
、
海
上
運
送
に
係
る
特
性
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
、
海
上
運
送
の
共
同
化
を
図
る
こ
と
が
我
が
国
産
業
の

国
際
競
争
力
強
化
に
特
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
当
該
港
湾
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
。

二
　
当
該
港
湾
に
お
け
る
当
該
輸
入
ば
ら
積
み
貨
物
の
取
扱
量
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し
並
び
に
当
該
港
湾
の

周
辺
地
域
に
お
け
る
当
該
輸
入
ば
ら
積
み
貨
物
の
需
要
の
現
況
に
照
ら
し
、
当
該
港
湾
が
当
該
輸
入
ば
ら
積
み

貨
物
の
海
上
輸
送
網
の
拠
点
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
当
該
特
定
貨
物
取
扱
埠
頭
を
中
核
と
し
て
当
該
輸
入
ば
ら
積
み
貨
物
の
海
上
運
送
の
共
同
化
の
促
進
に
資
す

る
当
該
港
湾
の
効
果
的
な
利
用
の
推
進
を
図
る
た
め
、
港
湾
管
理
者
、
前
条
第
二
号
に
規
定
す
る
民
間
事
業

者
、
当
該
輸
入
ば
ら
積
み
貨
物
の
荷
主
そ
の
他
の
関
係
者
の
連
携
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

四
　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
港
湾
に
お
い
て
、
当
該
特
定
貨
物
取
扱
埠
頭
を
中
核
と
し
て
当

該
輸
入
ば
ら
積
み
貨
物
の
海
上
運
送
の
共
同
化
の
促
進
に
資
す
る
港
湾
の
効
果
的
な
利
用
の
推
進
を
図
る
た
め

の
施
設
の
機
能
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

（
特
定
貨
物
輸
入
拠
点
港
湾
の
指
定
の
公
示
）

第
一
条
の
五
　
法
第
二
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定

の
公
示
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
そ
の
他
の
要
件
）

第
一
条
の
六
　
法
第
二
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
そ
の
他
の
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
の
旅
客
船
を
係
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
係
留
施
設
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
旅
客
の
利
便
の
増
進
を
図
る
た
め
の
旅
客
施
設
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
駐
車
場
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

（
法
第
二
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
情
）

第
一
条
の
七
　
法
第
二
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
港
湾
に
お
け
る
国
際
旅
客
船
の
乗
降
旅
客
数
の
将
来
の
見
通
し
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
、
当
該
港
湾

が
国
際
旅
客
船
の
寄
港
の
拠
点
を
形
成
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
国
際
旅
客
船
取
扱
埠
頭
を
中
核
と
し
て
国
際
旅
客
船
の
寄
港
の
拠
点
を
形
成
す
る
た
め
、
港
湾
管
理
者

及
び
国
際
旅
客
船
の
運
航
を
行
う
事
業
者
の
連
携
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

三
　
国
際
旅
客
船
の
受
入
れ
の
円
滑
な
促
進
を
図
る
た
め
、
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
地
域
の
関
係
者

の
協
力
が
得
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

四
　
国
際
旅
客
船
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
経
済
の
発
展
に
相
当
程
度
寄
与
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ

と
。

（
国
際
旅
客
船
拠
点
形
成
港
湾
の
指
定
の
公
示
）

第
一
条
の
八
　
法
第
二
条
の
三
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定

の
公
示
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
条
の
四
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
そ
の
他
の
要
件
）

第
一
条
の
九
　
法
第
二
条
の
四
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
そ
の
他
の
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
係
留
施
設
及
び
荷
さ
ば
き
施
設
に
つ
い
て
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
の
設
置
及
び
維
持
管

理
に
使
用
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
物
資
の
組
立
て
及
び
保
管
に
対
し
て
必
要
な
面
積
及
び
地
盤
の
強
度
を
有

し
、
又
は
有
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
物
資
の
輸
送
の
用
に
供
さ
れ
る
船
舶
に
お
い
て
安
全
な
荷
役
を
行
う
の
に
必
要
な
係
留
施
設
の
構
造

の
安
定
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
又
は
講
じ
ら
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

（
法
第
二
条
の
四
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
情
）

第
一
条
の
十
　
法
第
二
条
の
四
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
港
湾
の
利
用
状
況
、
当
該
港
湾
及
び
そ
の
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

備
等
の
出
力
の
量
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
、
当
該
港
湾
が
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
の
た
め
の
拠
点
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
一
以
上
の
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
当
該
港
湾
を
利
用
す
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
二
以
上
の
許
可
事
業
者
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
事
業
者
を
い
う
。
第
十
七
条
の
十

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
港
湾
を
利
用
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
拠
点
港
湾
の
指
定
の
公
示
）

第
一
条
の
十
一
　
法
第
二
条
の
四
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指

定
の
公
示
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
港
湾
計
画
の
軽
易
な
変
更
）

第
一
条
の
十
二
　
法
第
三
条
の
三
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
易
な
変
更
は
、
当
該
港
湾
計
画
に
つ
い
て

の
港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
四
第
三
号
か
ら
第
六
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
変
更
と
す
る
。

1



一
　
第
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
（
規
模
又
は
配
置
の
変
更
に
よ
り
当
該
施
設

と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項
の
追
加
、
削
除
又
は
当
該
施
設
の
規
模
若
し
く
は
配
置
に
関
す
る
事

項
の
変
更

二
　
第
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
係
留
施
設
の
用
に
供
す
る
荷
さ
ば
き
施
設
及
び

保
管
施
設
の
敷
地
の
面
積
が
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
増
減
す
る
こ
と
と
な
る
規
模
に
関
す
る
事
項
の
変
更
及
び
当

該
係
留
施
設
の
用
に
供
す
る
主
要
な
荷
役
機
械
に
関
す
る
事
項
の
追
加
、
削
除
又
は
主
要
な
荷
役
機
械
の
種
類

若
し
く
は
配
置
に
関
す
る
事
項
の
変
更

三
　
面
積
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
一
団
の
土
地
の
造
成
に
関
す
る
事
項
の
追
加
若
し
く
は
削
除
又
は
造
成
す
る

土
地
の
規
模
若
し
く
は
配
置
に
関
す
る
事
項
の
変
更
（
当
該
港
湾
に
お
い
て
造
成
す
る
土
地
が
複
数
存
す
る
場

合
で
あ
つ
て
、
そ
の
土
地
の
面
積
の
合
計
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
増
減
す
る
こ
と
と
な
る
土
地
の
造
成
に
関

す
る
事
項
の
追
加
又
は
削
除
及
び
当
該
港
湾
に
お
い
て
造
成
す
る
土
地
の
規
模
又
は
配
置
の
変
更
に
係
る
部
分

の
土
地
が
複
数
存
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
土
地
の
面
積
の
合
計
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
規
模
又

は
配
置
に
関
す
る
事
項
の
変
更
を
含
む
。
）

四
　
面
積
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
一
団
の
土
地
に
係
る
土
地
利
用
に
関
す
る
事
項
の
追
加
若
し
く
は
削
除
又
は

土
地
利
用
の
区
分
に
関
す
る
事
項
の
変
更
（
当
該
港
湾
の
土
地
に
係
る
土
地
利
用
に
関
す
る
事
項
の
追
加
又
は

削
除
が
複
数
存
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
土
地
の
面
積
の
合
計
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
増
減
す
る
こ
と
と

な
る
土
地
利
用
に
関
す
る
事
項
の
追
加
又
は
削
除
及
び
当
該
港
湾
の
土
地
に
係
る
土
地
利
用
の
区
分
に
関
す
る

事
項
の
変
更
が
複
数
存
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
土
地
の
面
積
の
合
計
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
土

地
利
用
の
区
分
に
関
す
る
事
項
の
変
更
を
含
む
。
）

五
　
第
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
（
利
用
形
態
の
変
更
に
よ
り
同
条
第
一
項
及

び
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
係
留
施
設
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
の
利
用
形
態
に
関
す
る
事
項
の
変
更
（
当
該

施
設
に
係
る
港
湾
の
効
率
的
な
運
営
に
関
す
る
事
項
の
変
更
を
含
む
。
）

六
　
港
湾
計
画
の
基
本
的
な
事
項
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省
令
第
三
十
五
号
）
第

十
六
条
及
び
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
、
第
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定

す
る
港
湾
施
設
に
係
る
も
の
の
追
加
、
削
除
又
は
変
更

（
港
湾
計
画
の
公
示
）

第
一
条
の
十
三
　
法
第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
当
該
港
湾
計
画
に
係
る
水
域
施
設
、
外
郭
施

設
、
係
留
施
設
そ
の
他
の
主
要
な
港
湾
施
設
の
種
類
、
位
置
、
規
模
及
び
用
途
、
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
計
画

そ
の
他
当
該
港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
当
該
港
湾
に
隣
接
す
る
地
域
の
保
全
に
関
す
る
主
要
な
事
項

並
び
に
当
該
港
湾
計
画
の
縦
覧
の
場
所
を
公
告
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
港
湾
計
画
の
変
更
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
関
す
る
事
項
及
び
変
更
後
の
港
湾
計
画
の
縦
覧
の
場
所
を
公
告
す
る
こ
と
に
よ
り
行

う
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
条
の
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
港
湾
区
域
に
つ
い
て
の
同
意
を
要
す
る
協
議
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
四
項
（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
に
よ
り
港
湾
区
域
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
よ
う
と
す

る
地
方
公
共
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
港
湾
区
域
協
議
書
を
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
地
方
公
共
団
体
の
名
称

二
　
予
定
港
湾
区
域

三
　
予
定
港
湾
区
域
と
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
に
基
づ
く
港
の
区
域
、
河
川
法
（
昭
和

三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
の
河
川
区
域
、
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年

法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
海
岸
保
全
区
域
又
は
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

る
漁
港
の
区
域
と
の
関
係

四
　
当
該
港
湾
が
国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
で
あ
る
か
、
避
難
港
で
あ
る
か
の
別

五
　
当
該
地
方
公
共
団
体
が
港
務
局
を
設
立
す
る
か
、
単
独
で
港
湾
管
理
者
と
な
る
か
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
地
方
公
共
団
体
を
設
立
す
る
か

の
別

六
　
法
第
四
条
第
三
項
（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
二
条
の
三
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
意
見
及
び
こ
れ
と
の
協
議
の
て
ん
末

２
　
前
項
の
協
議
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
地
方
公
共
団
体
が
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
予
定
港
湾
区
域
を
示
す
図
面

三
　
前
項
第
三
号
の
関
係
を
示
す
図
面

四
　
当
該
港
湾
の
港
湾
管
理
者
の
設
立
（
単
独
で
港
湾
管
理
者
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
当
該
関
係
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
事
及
び
議
決
を
記
録
し
た
書
面

五
　
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
写
し

六
　
当
該
港
湾
の
港
湾
管
理
者
の
組
織
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

七
　
港
務
局
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
地
方
公
共
団
体
又
は
法
第
三
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
委
員
会
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
と
当
該
地
方
公
共
団
体
と
の
間
に
お
け
る
業
務

処
理
に
関
す
る
基
本
事
項
を
記
載
し
た
書
類

八
　
臨
港
地
区
の
指
定
を
受
け
、
又
は
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
予
定
地
区
を
示
す
図
面

（
港
湾
管
理
者
の
告
示
）

第
二
条
の
二
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾
に
つ
い
て
、
法
第
四
条
第
四

項
の
港
湾
区
域
の
同
意
を
得
て
港
湾
管
理
者
と
な
つ
た
者
の
名
称
を
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
港
湾
区
域
の
届
出
）

第
二
条
の
三
　
法
第
四
条
第
八
項
（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

港
湾
区
域
に
つ
い
て
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
港
湾
区
域
届
出

書
を
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
地
方
公
共
団
体
の
名
称

二
　
港
湾
区
域

三
　
港
湾
区
域
と
港
則
法
に
基
づ
く
港
の
区
域
、
河
川
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
の
河
川
区
域
、
海
岸

法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
海
岸
保
全
区
域
又
は
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
漁
港
の
区
域
と
の
関
係

四
　
当
該
地
方
公
共
団
体
が
港
務
局
を
設
立
す
る
か
、
単
独
で
港
湾
管
理
者
と
な
る
か
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百

八
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
地
方
公
共
団
体
を
設
立
す
る
か
の
別

五
　
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
意
見
及
び
こ
れ
と
の
協
議
の
て
ん
末

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
地
方
公
共
団
体
が
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
港
湾
区
域
を
示
す
図
面

三
　
前
項
第
三
号
の
関
係
を
示
す
図
面

四
　
当
該
港
湾
の
港
湾
管
理
者
の
設
立
（
単
独
で
港
湾
管
理
者
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
当
該
関
係
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
事
及
び
議
決
を
記
録
し
た
書
面

五
　
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
写
し

六
　
当
該
港
湾
の
港
湾
管
理
者
の
組
織
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

七
　
港
務
局
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
地
方
公
共
団
体
又
は
法
第
三
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
委
員
会
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
と
当
該
地
方
公
共
団
体
と
の
間
に
お
け
る
業
務

処
理
に
関
す
る
基
本
事
項
を
記
載
し
た
書
類

八
　
臨
港
地
区
の
指
定
を
受
け
、
又
は
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
予
定
地
区
を
示
す
図
面

（
港
湾
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
の
同
意
を
要
す
る
協
議
）

第
三
条
　
法
第
九
条
第
二
項
又
は
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾

区
域
の
変
更
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
港
湾
管
理

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
港
湾
区
域
変
更
協
議
書
を
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
港
湾
管
理
者
の
名
称
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二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
区
域

三
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
区
域
と
港
則
法
に
基
づ
く
港
の
区
域
、
河
川
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
の
河

川
区
域
、
海
岸
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
海
岸
保
全
区
域
又
は
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
漁
港
の
区
域
と
の
関
係

四
　
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

２
　
前
項
の
協
議
書
に
は
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
示
す
図
面
並
び
に
当
該
区
域
の
新
旧
の
対

照
を
示
す
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
港
湾
区
域
の
変
更
の
届
出
）

第
三
条
の
二
　
法
第
九
条
第
二
項
又
は
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

港
湾
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
港
湾
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
港
湾
区
域

変
更
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
港
湾
管
理
者
の
名
称

二
　
変
更
す
る
区
域

三
　
変
更
す
る
区
域
と
港
則
法
に
基
づ
く
港
の
区
域
、
河
川
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
の
河
川
区
域
、

海
岸
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
海
岸
保
全
区
域
又
は
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第

六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
漁
港
の
区
域
と
の
関
係

四
　
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
示
す
図
面
並
び
に
当
該
区
域
の
新
旧
の
対

照
を
示
す
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
港
務
局
の
解
散
の
特
例
に
関
す
る
承
認
申
請
）

第
三
条
の
二
の
二
　
法
第
十
条
第
一
項
但
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
港
務
局
の
解
散
の
特
例
に
関
す
る
承
認
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
港
務
局
の
名
称

二
　
港
務
局
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
名
称

三
　
港
務
局
の
解
散
事
由
及
び
解
散
の
時
期

四
　
承
認
を
必
要
と
す
る
理
由

（
港
湾
施
設
の
公
示
）

第
三
条
の
三
　
法
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
港
湾
施
設
の
種
類
、
位

置
、
数
量
及
び
能
力
と
す
る
。

２
　
前
項
の
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
う
ち
図
面
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
図
面
に
よ

り
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
港
湾
区
域
内
等
に
お
け
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
等
の
許
可
）

第
三
条
の
四
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
港
湾
管
理
者
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
技

術
基
準
対
象
施
設
（
法
第
五
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
を
港
湾
管

理
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
又
は
記
載
し
た
書
類

イ
　
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
諸
元
及
び
要
求
性
能
（
技
術
基
準
対
象
施
設
に

必
要
と
さ
れ
る
性
能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ロ
　
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠

ハ
　
イ
及
び
ロ
の
照
査
方
法

二
　
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
施
工
方
法
、
施
工
管
理
方
法
及
び
安
全
管
理
方
法

を
記
載
し
た
書
類

三
　
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
を
適
切
に
維
持
す
る
た
め
の
維
持
管
理
方
法
を
記
載

し
た
書
類

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
港
湾
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
管
理
者
と
協
議
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
港
湾
管
理
者
の
許
可
を
受
け
」
と
あ
る
の
は
「
港
湾
管
理
者
と
協
議

し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
港
湾
隣
接
地
域
の
報
告
）

第
三
条
の
五
　
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
報
告
は
、
指
定
（
変
更
の
指
定
を
含
む
。
）
の
日
後
一
箇
月
以
内
に
、

左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
港
湾
隣
接
地
域
指
定
（
変
更
）
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
て
す
る
も
の

と
す
る
。

一
　
指
定
（
変
更
）
の
期
日

二
　
指
定
（
変
更
）
し
た
港
湾
隣
接
地
域
の
区
域

三
　
公
聴
会
に
お
け
る
利
害
関
係
者
の
意
見
の
概
要

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
示
す
図
面
（
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
地
域
の
新

旧
の
対
照
を
示
す
図
面
）
及
び
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
写
し
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
。

（
占
用
公
募
を
実
施
す
る
こ
と
が
港
湾
の
開
発
、
利
用
、
保
全
又
は
管
理
上
適
切
で
な
い
区
域
）

第
三
条
の
六
　
法
第
三
十
七
条
の
三
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
港
湾
管
理
者
の
管
理
す
る
水
域
施
設
の
区
域

二
　
前
号
の
水
域
施
設
以
外
の
水
域
施
設
の
区
域

三
　
港
湾
計
画
に
定
め
る
港
湾
施
設
（
水
域
施
設
を
除
く
。
）
の
区
域

四
　
船
舶
の
避
難
の
た
め
一
時
的
に
て
い
泊
す
る
区
域
と
し
て
港
湾
計
画
に
定
め
ら
れ
た
区
域

五
　
港
湾
広
域
防
災
区
域

六
　
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
検
疫
区
域

（
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
）

第
三
条
の
七
　
港
湾
管
理
者
は
、
法
第
三
十
七
条
の
三
第
六
項
及
び
第
三
十
七
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
学
識

経
験
者
の
意
見
を
聴
く
と
き
は
、
二
人
以
上
の
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
募
占
用
計
画
の
記
載
事
項
）

第
三
条
の
八
　
法
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
公
募
対
象
施
設
等
を
設
置
す
る
た
め
港
湾
区
域
内
水
域
等
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
必
要
な
事
項

二
　
公
募
対
象
施
設
等
を
設
置
す
る
た
め
港
湾
区
域
内
水
域
等
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
必
要
な
事
項

三
　
そ
の
他
港
湾
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
公
募
対
象
施
設
等
及
び
そ
の
維
持
管
理
の
方
法
の
基
準
）

第
三
条
の
九
　
法
第
三
十
七
条
の
五
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
公
募
対
象
施
設
等
の
基
準
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
自
然
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
勘
案
し
て
、
自
重
、
水
圧
、
波
力
、
土
圧
及
び
風
圧
並
び
に
地
震
、
漂
流
物
等

に
よ
る
振
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
安
全
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二
　
船
舶
か
ら
の
視
認
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
船
舶
の
航
行
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
た
め
の
措

置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
三
十
七
条
の
五
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
公
募
対
象
施
設
等
の
維
持
管
理
の
方
法
の
基

準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
自
然
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
勘
案
し
て
、
定
期
及
び
臨
時
に
当
該
公
募
対
象
施
設
等
を
点
検
し
、
そ
の
損

傷
、
劣
化
そ
の
他
の
変
状
に
つ
い
て
の
診
断
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
結
果
そ
の
他
の
当
該
公
募
対
象
施
設
等
の
維
持
管
理
に
必
要
な
事
項
の
記
録
及
び
保
存
を
行
う
こ

と
。

３
　
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
募
対
象
施
設
等
又
は
そ
の
維
持
管
理
の
方
法
の
基
準
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
。
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（
船
舶
の
放
置
等
を
禁
止
す
る
区
域
等
の
指
定
又
は
そ
の
廃
止
の
公
示
）

第
三
条
の
十
　
法
第
三
十
七
条
の
十
一
第
二
項
（
法
第
五
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
区
域
若
し
く
は
物
件
の
指
定
又
は
そ
の
廃
止
の
公
示
は
、
公
報
又
は
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
ほ
か
、

当
該
指
定
又
は
そ
の
廃
止
に
係
る
区
域
又
は
そ
の
周
辺
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
指
定
の
公
示
は
、
当
該
公
示
に
係
る
指
定
の
適
用
の
日
の
十
日
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
緊
急
に
区
域
又
は
物
件
の
指
定
の
適
用
を
行
わ
な
け
れ
ば
港
湾
の
開
発
、
利
用
又
は
保
全
に
重
大
な
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
臨
港
地
区
設
定
の
公
告
等
）

第
四
条
　
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
港
湾
管
理
者
の
定
め
る

方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
臨
港
地
区
の
区
域
の
案

二
　
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の
縦
覧
場
所

２
　
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
臨
港
地

区
変
更
請
求
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
当
該
臨
港
地
区
を
定
め
よ
う
と
す
る
港
湾
管
理
者
の
名
称

三
　
当
該
臨
港
地
区
並
び
に
そ
れ
に
つ
い
て
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
部
分
及
び

そ
の
理
由

３
　
法
第
三
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
港
湾
管
理
者
の
定
め
る
方
法

で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
臨
港
地
区
の
区
域

二
　
臨
港
地
区
の
区
域
の
縦
覧
場
所

４
　
港
湾
管
理
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
臨
港
地
区
に
お
い
て
分
区
を
指
定
し
た
と
き
　
当
該
分
区
の
概
要
を

記
載
し
た
書
類

二
　
法
第
四
十
条
第
一
項
（
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
条
例
を
定
め
た
と
き
　
当
該
条
例
の
規
定
を
記
載
し
た
書
類

三
　
法
第
五
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
脱
炭
素
化
推
進
地
区
を
定
め
た
と
き
　
当
該
脱
炭
素
化
推
進
地
区

の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

（
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
）

第
五
条
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
号
様
式
（
同
項
第
三
号

に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
様
式
）
に
よ
る
臨
港
地
区
内
行
為
届
出
書
を
港
湾

管
理
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、

当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
の
種
類
、
規
模
等
に
よ
り
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
一
部
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
の
工
事
設
計
書

二
　
当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
の
位
置
及
び
付
近
の
状
況
を
表
示
し
た
縮
尺
一
万
分
の
一
以
上
の
図
面

三
　
当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
の
規
模
、
配
置
及
び
構
造
を
表
示
し
た
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
平
面

図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び
構
造
図

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

３
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
又

は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
前
項
第
一
号
の
書
類
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
又
は
記
載
し
た
書
類

イ
　
当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
の
諸
元
及
び
要
求
性
能

ロ
　
当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠

ハ
　
イ
及
び
ロ
の
照
査
方
法

二
　
当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
の
施
工
方
法
、
施
工
管
理
方
法
及
び
安
全
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

三
　
当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
を
適
切
に
維
持
す
る
た
め
の
維
持
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

４
　
令
第
十
五
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
揚
水
施
設
を
改
良
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
つ
て
、
揚
水
機
の
吐
出
口
の
断

面
積
の
合
計
を
大
き
く
し
、
又
は
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
の
位
置
を
浅
く
し
よ
う
と
す
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
法
第
三

十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
六
条
　
令
第
十
五
条
の
四
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
危
険
物
は
、
港
則
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年

運
輸
省
令
第
二
十
九
号
）
第
十
二
条
に
定
め
る
危
険
物
（
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条

に
規
定
す
る
高
圧
ガ
ス
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
七
条
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
当
該
行
為
に
係

る
施
設
の
規
模

二
　
当
該
行
為
に
係
る
工
事
の
開
始
及
び
完
了
の
予
定
期
日

三
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
当
該
工
場
等
に
係
る
事
業
の
開
始
の
予

定
期
日

四
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

第
八
条
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
臨
港
地

区
内
行
為
変
更
届
出
書
を
港
湾
管
理
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
変
更
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
を

添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
聴
聞
の
方
法
の
特
例
）

第
九
条
　
港
湾
管
理
者
は
、
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
（
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
聴
聞
の
期

日
及
び
場
所
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
港
湾
協
力
団
体
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
に
準
ず
る
団
体
）

第
九
条
の
二
　
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
団
体
は
、
法
人
で
な
い
団
体
で
あ
つ
て
、

事
務
所
の
所
在
地
、
構
成
員
の
資
格
、
代
表
者
の
選
任
方
法
、
総
会
の
運
営
、
会
計
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該

団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
内
容
と
す
る
規
約
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
有
し
て
い
る
も
の
と

す
る
。

（
港
湾
協
力
団
体
の
指
定
）

第
九
条
の
三
　
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
法
第
四
十
一
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を

行
う
港
湾
の
区
域
を
明
ら
か
に
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
港
湾
協
力
団
体
に
対
す
る
許
可
の
特
例
の
対
象
と
な
る
行
為
）

第
九
条
の
四
　
法
第
四
十
一
条
の
六
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
（
当
該
港
湾
協
力
団
体
が
そ
の
業
務
を
行
う
港
湾
の
区
域
に
お
い
て
行
う
も
の
に

限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
　
港
湾
施
設
の
整
備
若
し
く
は
管
理
又
は
港
湾
の
開

発
、
利
用
、
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
情
報
若
し
く
は
資
料
の
収
集
及
び
提
供
、
調
査
研
究
若
し
く
は
知
識
の

普
及
及
び
啓
発
の
た
め
に
必
要
な
港
湾
区
域
内
水
域
等
の
占
用

二
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
　
港
湾
施
設
の
整
備
若
し
く
は
管
理
又
は
港
湾
の
開

発
、
利
用
、
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
情
報
若
し
く
は
資
料
の
収
集
及
び
提
供
、
調
査
研
究
若
し
く
は
知
識
の

普
及
及
び
啓
発
の
た
め
に
必
要
な
水
域
施
設
、
外
郭
施
設
、
係
留
施
設
、
運
河
、
用
水
渠
又
は
排
水
渠
の
建
設

又
は
改
良

4



三
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
　
港
湾
施
設
の
整
備
若
し
く
は
管
理
又
は
港
湾
の
開

発
、
利
用
、
保
全
及
び
管
理
に
関
す
る
情
報
若
し
く
は
資
料
の
収
集
及
び
提
供
、
調
査
研
究
若
し
く
は
知
識
の

普
及
及
び
啓
発
の
た
め
に
必
要
な
令
第
十
四
条
第
二
号
に
定
め
る
行
為

（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
小
規
模
な
施
設
）

第
十
条
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
小
規
模
な
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
　
水
深
五
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
水
域
施
設
又
は
係
留
施
設

二
　
前
号
の
施
設
を
専
ら
防
護
す
る
た
め
の
外
郭
施
設

（
開
発
保
全
航
路
内
に
お
け
る
放
置
等
禁
止
物
件
）

第
十
一
条
　
法
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
物
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
船
舶

二
　
土
石

三
　
い
か
だ

四
　
竹
木

五
　
車
両

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
開
発
保
全
航
路
に
お
け
る
船
舶
の
交
通
そ
の
他
開
発
保
全
航
路
の
開
発
又

は
保
全
に
支
障
を
与
え
る
程
度
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
物
件
に
類
す
る
も
の

（
開
発
保
全
航
路
内
に
お
け
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
等
の
許
可
）

第
十
一
条
の
二
　
法
第
四
十
三
条
の
八
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
（
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る

書
類
に
限
る
。
）
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
又
は
記
載
し
た
書
類

イ
　
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
諸
元
及
び
要
求
性
能

ロ
　
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠

ハ
　
イ
及
び
ロ
の
照
査
方
法

二
　
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
施
工
方
法
、
施
工
管
理
方
法
及
び
安
全
管
理
方
法

を
記
載
し
た
書
類

三
　
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
を
適
切
に
維
持
す
る
た
め
の
維
持
管
理
方
法
を
記
載

し
た
書
類

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
三
条
の
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
国
土
交
通
大
臣
と
協
議
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
国
土
交
通

大
臣
の
許
可
を
受
け
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
と
協
議
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
）

第
十
一
条
の
三
　
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
は
、
岸
壁
そ
の
他
の
係
留

施
設
に
附
帯
す
る
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
荷
さ
ば
き
地

二
　
野
積
場

三
　
当
該
岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
及
び
前
二
号
の
施
設
の
敷
地

（
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
十
一
条
の
四
　
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
埠
頭
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
コ
ン
テ
ナ
船
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
コ
ン
テ
ナ
貨
物
、
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
船
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
貨

物
又
は
自
動
車
航
送
船
（
本
土
と
離
島
と
を
連
絡
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
自
動
車
若
し
く

は
旅
客
を
取
り
扱
う
埠
頭
（
老
朽
化
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
な
い
も
の
を
除

く
。
）

二
　
主
と
し
て
ば
ら
積
み
の
貨
物
を
取
り
扱
う
埠
頭
で
あ
つ
て
、
水
深
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
岸
壁
そ
の
他
の
係
留

施
設
を
有
す
る
も
の
（
老
朽
化
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
な
い
も
の
を
除
く
。
）

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
埠
頭
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
主
た
る
埠
頭
」
と
い
う
。
）
以
外
の
埠
頭
で
あ
つ
て
、

主
た
る
埠
頭
に
隣
接
し
、
か
つ
、
主
た
る
埠
頭
と
一
体
的
に
運
営
す
る
こ
と
が
当
該
埠
頭
群
の
運
営
の
効
率
化

に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
埠
頭
群
を
一
体
的
に
運
営
す
る
二
以
上
の
国
際
戦
略
港
湾
の
指
定
の
公
示
）

第
十
一
条
の
五
　
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
公
示
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
埠
頭
群
の
運
営
の
事
業
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
十
一
条
の
五
の
二
　
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
七
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の

障
害
に
よ
り
埠
頭
群
の
運
営
の
事
業
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
指
定
の
申
請
の
内
容
の
公
衆
の
縦
覧
手
続
）

第
十
一
条
の
六
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
八
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
の
申
請
の
内
容
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
縦
覧
の
開
始
の
日
、

縦
覧
の
場
所
及
び
縦
覧
の
時
間
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
つ
て
は
官
報
に
よ
り
、
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者

に
あ
つ
て
は
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

の
申
請
の
内
容
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
つ
て
は
官
報
に

よ
り
、
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
に
あ
つ
て
は
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
十
一
条
の
九

に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
商
号
及
び
本
店
の
所
在
地

二
　
運
営
計
画
の
概
要

三
　
意
見
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
限
及
び
提
出
先

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
指
定
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
が

必
要
と
認
め
る
事
項

（
港
湾
運
営
会
社
の
指
定
の
公
示
）

第
十
一
条
の
七
　
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
港
湾
運
営
会
社
の
商
号
及
び
本
店
の

所
在
地
の
ほ
か
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
処
理
の
経
過
、
当
該
港
湾
運
営
会
社
の
指

定
の
理
由
そ
の
他
当
該
港
湾
運
営
会
社
の
指
定
を
し
た
国
土
交
通
大
臣
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
が
必

要
と
認
め
る
事
項
を
明
示
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
つ
て
は
官
報
に
よ
り
、
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
に

あ
つ
て
は
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
商
号
等
変
更
の
届
出
の
公
示
）

第
十
一
条
の
八
　
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
つ
て
は
官
報
に

よ
り
、
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
に
あ
つ
て
は
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
港
湾
運
営
会
社
の
指
定
の
申
請
）

第
十
一
条
の
九
　
法
第
四
十
三
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
請
書
に
は
、
申
請
の
年
月
日
及
び
申

請
者
の
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
四
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
（
以
下
「
荷
さ
ば
き
施
設

等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
荷
さ
ば
き
施
設

二
　
旅
客
施
設

三
　
港
湾
管
理
事
務
所

四
　
移
動
式
施
設

３
　
法
第
四
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
荷
さ
ば
き
施
設
等
の
う
ち
申
請
者
が
そ
の
建
設
又
は
改
良
を
行
う
も
の
（
以
下
「
特
定
荷
さ
ば
き
施
設
等
」

と
い
う
。
）
の
位
置
、
種
類
、
数
、
規
模
及
び
構
造

二
　
特
定
荷
さ
ば
き
施
設
等
の
工
事
に
要
す
る
費
用
の
概
算
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三
　
特
定
荷
さ
ば
き
施
設
等
の
工
事
の
着
手
及
び
完
成
の
予
定
期
日
並
び
に
供
用
開
始
の
予
定
期
日

四
　
法
第
五
十
五
条
の
九
第
一
項
の
国
の
貸
付
け
に
係
る
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
の

貸
付
け
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
当
該
貸
付
け
に
係
る
特
定
荷
さ
ば
き

施
設
等
に
係
る
資
金
計
画

イ
　
資
金
計
画
の
概
要

ロ
　
資
金
の
調
達
方
法

ハ
　
資
金
の
使
途

五
　
前
号
の
特
定
荷
さ
ば
き
施
設
等
に
係
る
収
支
計
画

４
　
法
第
四
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
役
員
及
び
職
員
の
配
置
の
状

況
並
び
に
事
務
の
機
構
及
び
分
掌
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

５
　
法
第
四
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
ニ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
路
は
、
外
貿
コ
ン
テ
ナ
貨
物
定
期
船

が
就
航
す
る
航
路
で
あ
つ
て
、
別
表
第
一
の
各
項
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
地
域
内
に
あ
る
港
を
寄
港
地
と
す
る
も

の
と
す
る
。

６
　
法
第
四
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
ニ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
取
組
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
国
際
基
幹
航
路
に
就
航
す
る
外
貿
コ
ン
テ
ナ
貨
物
定
期
船
の
寄
港
回
数
の
維
持
又
は
増
加
に
関
す
る
目
標
の

設
定

二
　
国
際
基
幹
航
路
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
長
距
離
の
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
運
送
に
係
る
国
際
海
上
貨
物
輸
送
網
の

状
況
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供

三
　
国
際
戦
略
港
湾
の
取
扱
貨
物
量
の
増
加
、
国
際
戦
略
港
湾
へ
の
寄
港
に
要
す
る
費
用
の
低
減
及
び
国
際
戦
略

港
湾
の
利
用
上
の
利
便
の
増
進
の
た
め
の
取
組

四
　
次
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
国
際
戦
略
港
湾
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
働
き
か
け

イ
　
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航

事
業
者

ロ
　
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運

送
事
業
者

ハ
　
荷
主

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
国
際
戦
略
港
湾
を
利
用
し
、
又
は
利
用
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
者

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
基
幹
航
路
に
就
航
す
る
外
貿
コ
ン
テ
ナ
貨
物
定
期
船
の
寄
港
回
数
の

維
持
又
は
増
加
を
図
る
た
め
に
必
要
な
取
組

７
　
法
第
四
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
ホ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
埠
頭
群
（
当
該
港
湾
に
お
い
て
埠
頭
群
に
含
ま
れ
な
い
埠
頭
を
運
営
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
埠
頭
を

含
む
。
次
号
、
第
三
号
及
び
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
営
の
事
業
の
実
施
時
期

二
　
埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
（
特
定
荷
さ
ば
き
施
設
等
を
除
く
。
）
の
位
置
、
種
類
、
数
、
規
模
及
び
構
造

三
　
埠
頭
群
の
運
営
の
効
率
化
に
資
す
る
取
組

四
　
法
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
貸
付
け
を
希
望
す
る

期
間

８
　
法
第
四
十
三
条
の
十
二
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
資
金
収
支
見
積
書

二
　
取
扱
貨
物
量
の
目
標
を
記
載
し
た
書
類

三
　
埠
頭
群
の
運
営
の
効
率
性
の
向
上
の
程
度
を
示
す
指
標
を
記
載
し
た
書
類

四
　
申
請
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
役
員
の
履
歴
書

ハ
　
株
主
名
簿
の
写
し

ニ
　

近
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

五
　
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
七
項
各
号
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
類

六
　
埠
頭
群
の
運
営
の
事
業
以
外
の
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類

七
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
運
営
計
画
の
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条
の
十
　
法
第
四
十
三
条
の
十
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲

げ
る
変
更
と
す
る
。

一
　
前
条
第
四
項
の
事
項
に
係
る
変
更

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
荷
さ
ば
き
施
設
等
の
名
称
の
変
更
そ
の
他
の
運
営
計
画
に
記
載
さ
れ
て

い
る
内
容
の
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
変
更

２
　
法
第
四
十
三
条
の
十
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
運
営
計
画
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
運
営
計
画
変
更
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
商
号
及
び
本
店
の
所
在
地

二
　
変
更
し
た
事
項
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

（
区
分
経
理
の
方
法
）

第
十
一
条
の
十
一
　
港
湾
運
営
会
社
は
、
法
第
四
十
三
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
り
埠
頭
群
の
運
営
の
事
業
に
係
る
経

理
と
そ
の
他
の
事
業
に
係
る
経
理
と
を
区
分
し
て
整
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
埠
頭
群
の
運
営
の
事
業
と
そ
の

他
の
事
業
と
の
双
方
に
関
連
す
る
収
益
及
び
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
配
賦
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
受
取
利
子
そ
の
他
の
事
業
外
収
益
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
事
業
収
益
に
よ
る
割
合

二
　
事
業
費
用
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合

イ
　
法
人
税
、
道
府
県
民
税
、
事
業
税
及
び
市
町
村
民
税
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
利
益

に
よ
る
割
合

ロ
　
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
事
業
費
用
（
諸
税
及
び
減
価
償
却
費
を
除

く
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
割
合

三
　
支
払
利
子
そ
の
他
の
事
業
外
費
用
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合

イ
　
支
払
利
子
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
に
よ
る
割
合
（
当
該

固
定
資
産
に
つ
き
前
事
業
年
度
末
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
付
せ
ら
れ
た
価
額
か
ら
当
該
固
定
資
産
に
つ
き

当
該
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
減
価
償
却
引
当
金
の
額
を
控
除
し
た
価
額
に
よ
る
割
合
を
い
う
。
）

ロ
　
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
事
業
費
用
に
よ
る
割
合

（
指
定
の
取
消
し
の
公
示
）

第
十
一
条
の
十
二
　
第
十
一
条
の
八
の
規
定
は
、
法
第
四
十
三
条
の
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
埠
頭
群
の
運
営
の
事
業
の
引
継
ぎ
等
）

第
十
一
条
の
十
三
　
法
第
四
十
三
条
の
十
九
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
に
係
る
国
際
戦
略

港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
埠
頭
群
の
運
営
の
事
業
に
関
す
る
書
類
を
国
際
戦
略
港
湾
若
し
く
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
又
は
当

該
埠
頭
群
の
運
営
の
事
業
の
全
部
を
承
継
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
若
し
く
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾

管
理
者
が
指
定
す
る
港
湾
運
営
会
社
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
財
務
及
び
営
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
）

第
十
一
条
の
十
四
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ

る
事
実
と
す
る
。

一
　
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
港
湾
運
営
会
社
の
財
務
及
び
営
業
又

は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
当
該
港
湾
運
営
会
社
の
取
締
役
若

し
く
は
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
港
湾
運
営
会
社
に
対
し
て
重
要
な
融
資
を
行
つ
て
い
る
こ
と
。

三
　
港
湾
運
営
会
社
に
対
し
て
重
要
な
技
術
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

四
　
港
湾
運
営
会
社
と
の
間
に
重
要
な
営
業
上
又
は
事
業
上
の
取
引
が
あ
る
こ
と
。
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五
　
そ
の
他
港
湾
運
営
会
社
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

（
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
取
得
又
は
保
有
す
る
議
決
権
か
ら
除
く
議
決
権
）

第
十
一
条
の
十
五
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
信
託
業
（
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
を
い
う
。
）

を
営
む
者
が
信
託
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
港
湾
運
営
会
社
の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第
四
十

三
条
の
二
十
一
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
信
託
業
を
営
む
者
が
自
ら
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
議
決

権
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
者
又
は
法
人
の
代
理
権
を
有
す
る
支
配
人
が
当
該
代
表
権
又
は
代
理
権
に
基
づ

き
、
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
又
は
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
権

限
を
有
し
、
又
は
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
が
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
港
湾
運
営
会
社

の
株
式
に
係
る
議
決
権

三
　
港
湾
運
営
会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
港
湾
運
営
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同
し
て
当
該
港

湾
運
営
会
社
の
株
式
の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、

各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当

該
港
湾
運
営
会
社
が
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
取
得
し
た
株
式
以
外
の

株
式
を
取
得
し
た
と
き
は
、
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定

す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託
し
て
行
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
取
得
を
し
た
港
湾
運
営
会
社

の
株
式
を
信
託
さ
れ
た
者
が
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
当
該
港
湾
運
営
会
社
の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第
四

十
三
条
の
二
十
一
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
信
託
さ
れ
た
者
が
自
ら
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
議
決

権
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
　
相
続
人
が
相
続
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
港
湾
運
営
会
社
の
株
式
（
当
該
相
続
人
（
共
同
相
続

の
場
合
を
除
く
。
）
が
単
純
承
認
（
単
純
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
限
定
承

認
を
し
た
日
ま
で
の
も
の
又
は
当
該
相
続
財
産
の
共
同
相
続
人
が
遺
産
分
割
を
了
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
議
決
権

五
　
港
湾
運
営
会
社
が
自
己
の
株
式
の
消
却
を
行
う
た
め
に
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
当
該
港
湾
運
営
会
社
の
株

式
に
係
る
議
決
権

（
取
得
等
の
制
限
の
適
用
除
外
）

第
十
一
条
の
十
六
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ

る
場
合
と
す
る
。

一
　
保
有
す
る
対
象
議
決
権
の
数
に
増
加
が
な
い
場
合

二
　
担
保
権
の
行
使
又
は
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
り
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
場
合

三
　
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行

う
者
に
限
る
。
）
が
業
務
と
し
て
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
場
合
（
同
法
第
二
条
第
八
項
第
一

号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
場
合
を
除
く
。
）

四
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
が
同
法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項

に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
場
合

（
特
定
保
有
者
の
届
出
）

第
十
一
条
の
十
七
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
一
第
三
項
の
届
出
は
、
特
定
保
有
者
と
な
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
特
定
保
有
者
に
な
つ
た
日

二
　
特
定
保
有
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
原
因

三
　
そ
の
保
有
す
る
対
象
議
決
権
の
数

四
　
港
湾
運
営
会
社
の
保
有
基
準
割
合
未
満
の
数
の
対
象
議
決
権
の
保
有
者
と
な
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て

予
定
し
て
い
る
措
置

（
特
別
の
関
係
に
あ
る
者
）

第
十
一
条
の
十
八
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
一
第
五
項
第
二
号
（
法
第
四
十
三
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
別
の
関
係
に
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
関
係
に

あ
る
者
（
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
港
務
局
又
は
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
の
数
の
議
決
権
を
地

方
公
共
団
体
が
保
有
し
て
い
る
株
式
会
社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
共
同
で
港
湾
運
営
会
社
の
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
当
該
港
湾
運
営
会
社
の
対
象

議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
共
同
保
有
者
」
と
い
う
。
）
の
関
係

二
　
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
（
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
を
い
い
、
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
、
株
主

総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式

に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み

な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議

決
権
を
保
有
し
て
い
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
配
株
主
等
」
と
い
う
。
）
と
当
該
会
社
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
被
支
配
会
社
」
と
い
う
。
）
と
の
関
係

三
　
被
支
配
会
社
と
そ
の
支
配
株
主
等
の
他
の
被
支
配
会
社
と
の
関
係

四
　
夫
婦
の
関
係

２
　
共
同
保
有
者
が
合
わ
せ
て
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
場

合
に
は
、
当
該
共
同
保
有
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
会
社
の
支
配
株
主
等
と
み
な
し
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
　
支
配
株
主
等
と
そ
の
被
支
配
会
社
が
合
わ
せ
て
他
の
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議

決
権
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
会
社
も
、
当
該
支
配
株
主
等
の
被
支
配
会
社
と
み
な
し
て
第
一
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。

４
　
夫
婦
が
合
わ
せ
て
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に

は
、
当
該
夫
婦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
会
社
の
支
配
株
主
等
と
み
な
し
て
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５
　
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
者
が
保
有
す
る

議
決
権
に
は
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
百
四
十
七
条
第
一

項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含

む
も
の
と
す
る
。

（
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
の
提
出
等
）

第
十
一
条
の
十
九
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
を
提
出
す
る
者

は
、
対
象
議
決
権
保
有
者
と
な
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
第
三
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
対
象
議
決
権

保
有
届
出
書
を
、
当
該
港
湾
運
営
会
社
の
指
定
を
し
た
国
土
交
通
大
臣
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
議
決
権
保
有
割
合
、
保
有
の
目
的
そ
の
他
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
第
三
号
の
二
様
式
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

（
証
明
書
の
様
式
）

第
十
一
条
の
二
十
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
（
国
の
職
員
が
携
帯
す
る
も
の
を
除

く
。
）
は
、
第
三
号
の
三
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
発
行
済
株
式
総
数
の
公
表
等
）

第
十
一
条
の
二
十
一
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
港
湾
運
営
会
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の

掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
四
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
港
湾
運
営
会
社
の
発
行
済
株

式
の
総
数
及
び
総
株
主
の
議
決
権
の
数
と
す
る
。

３
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
場
合
に
お
い
て
、
株
式
の
転
換
（
当
該
株
式
が
そ
の
発
行

会
社
に
取
得
さ
れ
、
引
換
え
に
他
の
種
類
の
株
式
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
）
又
は
新
株
予
約
権
の
行
使
に

よ
つ
て
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
総
株
主
の
議
決
権
の
数
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
発
行
済
株
式
の
総
数

又
は
総
株
主
の
議
決
権
の
数
は
、
前
月
末
日
現
在
の
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４
　
法
第
四
十
三
条
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
場
合
に
お
い
て
、
港
湾
運
営
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数

に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
登
記
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
登
記
さ
れ
て
い
る
発
行
済
株
式
の
総
数
を
も

つ
て
、
第
二
項
の
発
行
済
株
式
の
総
数
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
料
率
変
更
の
請
求
）

第
十
二
条
　
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

料
率
変
更
請
求
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
当
該
料
率
を
定
め
た
港
湾
管
理
者
の
名
称

三
　
当
該
料
率
並
び
に
そ
れ
に
つ
い
て
不
当
又
は
違
法
と
認
め
る
部
分
及
び
そ
の
理
由

四
　
請
求
者
が
正
当
と
認
め
る
料
率

（
入
港
料
に
つ
い
て
の
同
意
を
要
す
る
協
議
）

第
十
二
条
の
二
　
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
入
港
料
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
し
、

そ
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
港
湾
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
入
港
料
協
議
書
を
国
土
交
通
大
臣

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
港
湾
管
理
者
の
名
称

二
　
料
率
の
上
限
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎

三
　
入
港
料
を
徴
収
す
る
理
由

２
　
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
入
港
料
の
料
率
の
上
限
の
変
更
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
に

協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
港
湾
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
料
率
上
限
変
更
協
議
書

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
港
湾
管
理
者
の
名
称

二
　
現
行
の
料
率
の
上
限

三
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
料
率
の
上
限
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎

四
　
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
港
湾
管
理
者
は
、
入
港
料
の
料
率
を
第
一
項
第
二
号
又
は
前
項

第
三
号
の
料
率
の
上
限
と
同
じ
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
二
項
の
協
議
書
に
そ
の
旨
を
記
載

し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
、
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二

項
の
同
意
を
し
た
と
き
は
、
当
該
料
率
に
つ
い
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

（
入
港
料
の
料
率
の
届
出
）

第
十
二
条
の
三
　
法
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
入
港
料
の
料
率
の
設
定
又
は
変
更
の
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
港
湾
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
料
率
設
定
（
変
更
）
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
港
湾
管
理
者
の
名
称

二
　
設
定
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
料
率

三
　
実
施
予
定
日

（
料
率
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
要
す
る
料
金
）

第
十
二
条
の
四
　
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
料
金
は
、
次
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
の
利
用
に

関
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
係
留
施
設

二
　
荷
さ
ば
き
施
設

三
　
旅
客
施
設

（
特
定
港
湾
情
報
提
供
施
設
協
定
の
公
告
等
）

第
十
二
条
の
五
　
法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
公
告
及
び
同
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
港
湾
情
報
提
供
施
設
協
定
の
名
称

二
　
協
定
特
定
港
湾
情
報
提
供
施
設
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

三
　
特
定
港
湾
情
報
提
供
施
設
協
定
の
有
効
期
間

四
　
特
定
港
湾
情
報
提
供
施
設
協
定
の
縦
覧
又
は
特
定
港
湾
情
報
提
供
施
設
協
定
の
写
し
の
閲
覧
の
場
所

（
報
告
）

第
十
三
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
事
業
年
度
ご
と
に
当
該
事
業
年
度
終
了
後
五
月
以
内

に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
う
ち
、
収
支
報
告
は
第
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
港
湾
台
帳
）

第
十
四
条
　
港
湾
台
帳
は
、
帳
簿
及
び
図
面
を
も
つ
て
組
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
帳
簿
に
は
、
港
湾
に
つ
き
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
様
式
は
、
第
五
号

様
式
と
す
る
。

一
　
港
湾
管
理
者
の
名
称
、
港
湾
区
域
及
び
国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
、
重
要
港
湾
又
は
地
方
港
湾
の
別

二
　
港
湾
に
お
け
る
潮
位

三
　
港
湾
施
設
の
種
類
、
名
称
、
管
理
者
名
又
は
所
有
者
名
そ
の
他
当
該
港
湾
施
設
の
概
要
を
は
握
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項

四
　
港
湾
に
関
す
る
条
例
、
規
則
等

３
　
図
面
は
、
区
域
平
面
図
、
施
設
位
置
図
及
び
施
設
断
面
図
と
し
、
港
湾
に
つ
き
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

調
製
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
区
域
平
面
図
は
、
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上
の
平
面
図
と
し
、
付
近
の
地
形
、
方
位
及
び
縮
尺
を
表
示
し
、
少

な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
ハ
、
ニ
又
は
ホ
に
あ
つ
て
は
、
当
該
区
域

が
、
港
湾
区
域
、
臨
港
地
区
又
は
港
湾
隣
接
地
域
と
重
複
し
、
又
は
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

イ
　
港
湾
区
域
、
臨
港
地
区
及
び
港
湾
隣
接
地
域

ロ
　
港
則
法
に
基
づ
く
港
の
区
域

ハ
　
河
川
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
の
河
川
区
域

ニ
　
海
岸
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
海
岸
保
全
区
域

ホ
　
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る

漁
港
の
区
域

二
　
施
設
位
置
図
は
、
縮
尺
一
万
分
の
一
以
上
の
平
面
図
と
し
、
方
位
及
び
縮
尺
を
表
示
し
、
少
な
く
と
も
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

イ
　
港
湾
区
域
及
び
臨
港
地
区

ロ
　
港
湾
施
設
の
位
置
（
当
該
施
設
の
施
設
番
号
を
付
記
す
る
こ
と
。
）

ハ
　
水
域
施
設
、
外
郭
施
設
、
係
留
施
設
等
の
う
ち
主
要
な
も
の
の
規
模

三
　
施
設
断
面
図
に
は
、
少
な
く
と
も
外
郭
施
設
及
び
係
留
施
設
の
う
ち
主
要
な
も
の
の
標
準
的
な
断
面
図
を
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
帳
簿
及
び
図
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
港
湾
管
理
者
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
訂
正
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
二
　
港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
台
帳
を
そ
の
事
務
所
に
備
え
て
お
き
、
そ
の
閲
覧
を
求
め
ら
れ
た
と
き

は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
港
湾
施
設
の
譲
渡
等
）

第
十
四
条
の
三
　
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
港
湾
管
理
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
港
湾
施
設
処
分
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
名
称

二
　
処
分
し
よ
う
と
す
る
港
湾
施
設
の
種
類
及
び
数
量

三
　
前
号
の
港
湾
施
設
の
工
事
に
要
し
た
費
用
に
関
す
る
明
細

四
　
処
分
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五
　
担
保
の
供
与
に
あ
つ
て
は
当
該
担
保
の
供
与
に
係
る
債
務
の
内
容
、
貸
付
け
に
あ
つ
て
は
当
該
貸
付
け
の

条
件
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２
　
前
項
の
港
湾
施
設
処
分
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲

げ
る
書
類
の
一
部
に
あ
つ
て
は
当
該
港
湾
施
設
の
種
類
に
よ
り
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て
は
当
該
港
湾

施
設
の
処
分
後
の
用
途
に
よ
り
、
必
要
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
港
湾
施
設
の
位
置
図
、
平
面
図
、
縦
断
面
図
、
横
断
面
図
及
び
構
造
図

二
　
処
分
後
の
当
該
港
湾
施
設
の
維
持
管
理
計
画
等
（
港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十

九
年
国
土
交
通
省
令
第
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
維
持
管
理
計
画
等
を
い
う
。
第
十
五
条
の
二
の
六
第
四
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

（
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
申
請
等
及
び
そ
の
様
式
）

第
十
五
条
　
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
申
請
等
は
、
入
港
届
及
び
出
港
届
と
す
る
。

２
　
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
様
式
は
、
第
五
号
の
二
様
式
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
す
る
申
請
等
及
び
処
分
通
知
等
）

第
十
五
条
の
二
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
管
理
者
に
対
し
て
行
わ
れ

る
通
知
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
入
港
届

二
　
出
港
届

三
　
船
舶
の
運
航
の
動
静
に
関
す
る
通
知

四
　
係
留
施
設
の
使
用
の
許
可
の
申
請

五
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
使
用
の
許
可
の
申
請

六
　
旅
客
施
設
（
旅
客
乗
降
用
固
定
施
設
に
限
る
。
）
の
使
用
の
許
可
の
申
請

七
　
保
管
施
設
（
野
積
場
に
限
る
。
）
の
使
用
の
許
可
の
申
請

八
　
船
舶
役
務
用
施
設
（
船
舶
の
た
め
の
給
水
施
設
に
限
る
。
）
の
使
用
の
許
可
の
申
請

九
　
廃
棄
物
処
理
施
設
（
廃
油
処
理
施
設
に
限
る
。
）
の
使
用
の
許
可
の
申
請

十
　
移
動
式
施
設
の
使
用
の
許
可
の
申
請

十
一
　
港
湾
役
務
提
供
用
移
動
施
設
（
船
舶
の
離
着
岸
を
補
助
す
る
た
め
の
船
舶
並
び
に
船
舶
の
た
め
の
給
水
の

用
に
供
す
る
船
舶
及
び
車
両
に
限
る
。
）
の
使
用
の
許
可
の
申
請

十
二
　
コ
ン
テ
ナ
用
電
源
設
備
の
使
用
の
許
可
の
申
請

十
三
　
入
港
料
の
減
免
の
申
請

十
四
　
入
港
料
の
還
付
の
申
請

十
五
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請

十
六
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
の
届
出

十
七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
港
湾
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
申
請
等

２
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
管
理
者
が
行
う
通
知
（
以
下
「
処
分
通

知
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
入
港
届
を
受
理
し
た
旨
の
通
知

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
出
港
届
を
受
理
し
た
旨
の
通
知

三
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
運
航
の
動
静
に
関
す
る
通
知
を
受
理
し
た
旨
の
通
知

四
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
係
留
施
設
の
使
用
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
処
分
の
通
知

五
　
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
荷
さ
ば
き
施
設
の
使
用
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
処
分
の
通
知

六
　
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
旅
客
施
設
（
旅
客
乗
降
用
固
定
施
設
に
限
る
。
）
の
使
用
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る

処
分
の
通
知

七
　
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
保
管
施
設
（
野
積
場
に
限
る
。
）
の
使
用
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
処
分
の
通
知

八
　
前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
船
舶
役
務
用
施
設
（
船
舶
の
た
め
の
給
水
施
設
に
限
る
。
）
の
使
用
の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
処
分
の
通
知

九
　
前
項
第
九
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
処
理
施
設
（
廃
油
処
理
施
設
に
限
る
。
）
の
使
用
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る

処
分
の
通
知

十
　
前
項
第
十
号
に
掲
げ
る
移
動
式
施
設
の
使
用
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
処
分
の
通
知

十
一
　
前
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
港
湾
役
務
提
供
用
移
動
施
設
（
船
舶
の
離
着
岸
を
補
助
す
る
た
め
の
船
舶
並
び

に
船
舶
の
た
め
の
給
水
の
用
に
供
す
る
船
舶
及
び
車
両
に
限
る
。
）
の
使
用
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
処
分
の

通
知

十
二
　
前
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
用
電
源
設
備
の
使
用
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
処
分
の
通
知

十
三
　
前
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
入
港
料
の
減
免
の
申
請
に
対
す
る
処
分
の
通
知

十
四
　
前
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
入
港
料
の
還
付
の
申
請
に
対
す
る
処
分
の
通
知

十
五
　
前
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
処
分
の
通
知

十
六
　
前
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
の
届
出
を
受
理
し
た
旨
の
通
知

十
七
　
前
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
申
請
等
に
対
す
る
処
分
通
知
等

（
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
）

第
十
五
条
の
二
の
二
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
潮
位
に
関
す
る
情
報

二
　
入
出
港
船
舶
の
動
静
に
関
す
る
情
報

（
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
個
人
識
別
情
報
）

第
十
五
条
の
二
の
三
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
個
人
識
別
情
報
は
、
写
真

及
び
指
紋
と
す
る
。

（
個
人
識
別
情
報
を
照
合
す
る
方
法
）

第
十
五
条
の
二
の
四
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
条
第
六
項
第

三
号
の
個
人
識
別
情
報
の
照
合
の
た
め
の
機
器
（
第
十
五
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
「
照
合
機
器
」
と
い
う
。
）

に
入
力
さ
れ
た
重
要
国
際
埠
頭
施
設
の
制
限
区
域
に
出
入
り
す
る
者
に
係
る
前
条
の
個
人
識
別
情
報
の
う
ち
一
又

は
二
の
情
報
を
同
号
の
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
同
号
の
電
子
計
算
機
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
識
別
情
報
と
照

合
す
る
方
法
と
す
る
。

（
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
）

第
十
五
条
の
二
の
五
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
送
り
状
及
び
船
荷
証
券
に
係
る
情
報
そ
の
他
の
貨
物
の
運
送
に
関
す
る
情
報

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
情
報

（
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
）

第
十
五
条
の
二
の
六
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
港
湾
施
設
の
位
置
、
種
類
、
数
、
規
模
及
び
構
造
に
関
す
る
情
報

二
　
港
湾
施
設
の
調
査
及
び
測
量
に
関
す
る
情
報

三
　
港
湾
施
設
の
設
計
及
び
施
工
に
関
す
る
情
報

四
　
港
湾
施
設
の
維
持
管
理
計
画
等
に
関
す
る
情
報

五
　
港
湾
施
設
の
点
検
及
び
診
断
並
び
に
評
価
に
関
す
る
情
報

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
情
報

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
料
）

第
十
五
条
の
三
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
管
理
者
が
負
担
す
る
同
条
第
一
項
第
一
号
の
電

子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
料
は
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
の
設
置
及
び
管
理
に
必
要
な
経
費
を
基
礎
と
し
て
、

そ
の
使
用
状
況
等
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
波
浪
情
報
等
の
提
供
を
受
け
る
者
（
国
及
び
港
湾
管
理
者
を
除

く
。
）
が
負
担
す
る
同
条
第
一
項
第
二
号
の
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
料
は
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
の
設

置
及
び
管
理
に
必
要
な
経
費
の
う
ち
波
浪
情
報
等
の
提
供
に
必
要
な
も
の
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
使
用
状
況
等
を

勘
案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

３
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
重
要
国
際
埠
頭
施
設
の
管
理
者
又
は
個
人
識
別
情
報
の
照
合
を
受

け
る
者
が
負
担
す
る
同
条
第
一
項
第
三
号
の
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
料
は
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
の
設

置
及
び
管
理
に
必
要
な
経
費
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
使
用
状
況
等
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
と
す

る
。
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４
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
四
号
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
者
が
負

担
す
る
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
料
は
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
の
設
置
及
び
管
理
に
必
要
な
経
費
を

基
礎
と
し
て
、
そ
の
使
用
状
況
等
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

５
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
施
設
等
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
（
国
及
び
港
湾
管
理
者
を

除
く
。
）
が
負
担
す
る
同
条
第
一
項
第
五
号
の
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
料
は
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
の

設
置
及
び
管
理
に
必
要
な
経
費
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
使
用
状
況
等
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
と

す
る
。

６
　
前
五
項
の
使
用
料
は
、
年
額
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
項
の
個
人
識
別
情
報
の
照
合
を
受

け
る
者
が
負
担
す
る
使
用
料
は
、
個
人
識
別
情
報
を
法
第
四
十
八
条
の
四
第
六
項
第
三
号
の
電
子
計
算
機
に
記
録

す
る
際
に
定
額
を
支
払
う
も
の
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
す
る
申
請
等
及
び
処
分
通
知
等
の
様
式
）

第
十
五
条
の
四
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
す
る

申
請
等
及
び
処
分
通
知
等
の
様
式
は
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

て
、
法
第
四
十
八
条
の
四
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
様
式
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
者
の
届
出
等
）

第
十
五
条
の
五
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
申
請
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た

届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知
等
を
し
よ
う
と
す
る
港
湾

管
理
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
処
分
通
知
等
を
し
よ
う
と
す
る
港
湾
管
理
者
の
名
称

二
　
処
分
通
知
等
の
対
象
と
す
る
港
湾
の
名
称

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
届
出
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
識
別
番
号
、

暗
証
番
号
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
を
通
知
又
は
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織

の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
五
条
の
六
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
波
浪
情
報
等
の
提
供
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
波
浪
情
報
等
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
波
浪
情
報
等
の
収
集
地
点

２
　
前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃
止

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
七
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
個
人
識
別
情
報
の
照
合
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
照
合
機
器
が
設
置
さ
れ
た
重
要
国
際
埠
頭
施
設
に
出
入
り
す
る
者
で
あ
つ
て
、
国
土

交
通
大
臣
が
定
め
る
者
と
す
る
。

２
　
前
項
の
照
合
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
届
出
前
六
月
以
内
に
撮
影

し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
、
無
背
景
の
写
真
及
び
個
人
識
別
情
報
の
照
合
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
勤
務
先
の
名
称
及
び
所
在
地

３
　
前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃
止

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
重
要
国
際
埠
頭
施
設
の
管

理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
重
要
国
際
埠
頭
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

５
　
前
項
の
届
出
を
し
た
重
要
国
際
埠
頭
施
設
の
管
理
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
電
子
情

報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
八
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
も
の

２
　
前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃
止

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
九
　
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
港
湾
施
設
等
情
報
の
提
供
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
港
湾
施
設
等
情
報
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
も
の

２
　
前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃
止

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
五
十
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
）

第
十
五
条
の
十
　
港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
脱
炭
素
化
推
進
計
画
に
法
第
五
十
条
の
二
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
定
め
、
又
は
当
該
事
項
に
係
る
港
湾
脱
炭
素
化
推
進
計
画
の
変
更
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
十
七
条

の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
を
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
十
七
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
認
定
の
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
の
実
施
主
体
」
と
、

同
条
第
四
項
中
「
認
定
の
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
十
条
の
六
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
）

第
十
五
条
の
十
一
　
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
特
定
港
湾
管
理
者
が
特
定
利
用
推
進
計
画
に
法
第
五
十
条
の
六
第
三

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
又
は
当
該
事
項
に
係
る
特
定
利
用
推
進
計
画
の
変
更
を
す
る
場
合
に
準
用
す

る
。

２
　
第
十
七
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

縦
覧
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
港
湾
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
港

湾
管
理
者
」
と
、
第
十
七
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
認
定
の
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
の
二
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
の
実
施
主

体
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
認
定
の
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
共
同
化
促
進
施
設
）

第
十
五
条
の
十
二
　
法
第
五
十
条
の
九
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
係
留
施
設

二
　
荷
さ
ば
き
施
設

三
　
保
管
施
設

（
共
同
化
促
進
施
設
協
定
の
認
可
等
の
申
請
の
公
告
）

第
十
五
条
の
十
三
　
法
第
五
十
条
の
十
第
一
項
（
法
第
五
十
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
共
同
化
促
進
施
設
協
定
の
名
称

二
　
協
定
共
同
化
促
進
施
設
の
名
称
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三
　
共
同
化
促
進
施
設
協
定
の
縦
覧
場
所

（
共
同
化
促
進
施
設
協
定
の
認
可
の
基
準
）

第
十
五
条
の
十
四
　
法
第
五
十
条
の
十
一
第
一
項
第
三
号
（
法
第
五
十
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
特
定
利
用
推
進
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
が
、
共
同
化
促
進
施
設
協
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不

当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

（
共
同
化
促
進
施
設
協
定
の
認
可
等
の
公
告
）

第
十
五
条
の
十
五
　
第
十
五
条
の
十
三
の
規
定
は
、
法
第
五
十
条
の
十
一
第
二
項
（
法
第
五
十
条
の
十
二
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
五
十
条
の
十
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
）

第
十
五
条
の
十
六
　
法
第
五
十
条
の
十
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
臨
港
交
通
施
設

二
　
荷
さ
ば
き
施
設

三
　
旅
客
施
設

四
　
保
管
施
設

五
　
船
舶
役
務
用
施
設

六
　
港
湾
情
報
提
供
施
設

七
　
廃
棄
物
処
理
施
設

八
　
港
湾
環
境
整
備
施
設

九
　
港
湾
厚
生
施
設

十
　
移
動
式
施
設

（
法
第
五
十
条
の
十
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
）

第
十
五
条
の
十
七
　
法
第
五
十
条
の
十
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
所
有
者
（
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
議
決
権
の
過
半
数
を
所
有
し
て
い
る
者

二
　
所
有
者
（
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

に
限
る
。
）
の
資
本
金
の
二
分
の
一
を
超
え
る
額
を
出
資
し
て
い
る
者

三
　
所
有
者
の
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
と
認
め

ら
れ
る
者

（
官
民
連
携
国
際
旅
客
船
受
入
促
進
協
定
の
基
準
）

第
十
五
条
の
十
八
　
法
第
五
十
条
の
十
八
第
六
項
第
二
号
（
法
第
五
十
条
の
十
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
条
の
十
八
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
国
際
旅
客
船
拠
点
形
成
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
五
十
条
の
十
八
第
五
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
効
期
間
が
、
不
当
に
長
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

三
　
法
第
五
十
条
の
十
八
第
五
項
第
五
号
に
掲
げ
る
措
置
が
、
官
民
連
携
国
際
旅
客
船
受
入
促
進
協
定
に
違
反
し

た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

（
官
民
連
携
国
際
旅
客
船
受
入
促
進
協
定
の
公
告
）

第
十
五
条
の
十
九
　
法
第
五
十
条
の
十
九
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
公
告
及
び
同
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
官
民
連
携
国
際
旅
客
船
受
入
促
進
協
定
の
名
称

二
　
協
定
国
際
旅
客
船
受
入
促
進
施
設
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

三
　
官
民
連
携
国
際
旅
客
船
受
入
促
進
協
定
の
有
効
期
間

四
　
官
民
連
携
国
際
旅
客
船
受
入
促
進
協
定
の
縦
覧
又
は
官
民
連
携
国
際
旅
客
船
受
入
促
進
協
定
の
写
し
の
閲
覧

の
場
所

（
料
率
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
要
す
る
料
金
）

第
十
五
条
の
二
十
　
法
第
五
十
条
の
二
十
一
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
料
金
は
、
協
定
民
間
国
際
旅
客
船
受
入
促

進
施
設
を
構
成
す
る
旅
客
施
設
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
臨
港
交
通
施
設
の
利
用
に
関
す
る
も
の
と
す
る
。

（
港
湾
環
境
整
備
計
画
の
作
成
及
び
認
定
の
申
請
）

第
十
五
条
の
二
十
一
　
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
港
湾
管
理
者
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
第
一
号
に
お

い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
五
号
の
二
の
二
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
港
湾
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
人
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　

近
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

二
　
個
人
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
住
民
票
の
写
し

ロ
　
財
産
目
録

三
　
緑
地
等
の
位
置
図

四
　
法
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
第
三
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

書
類

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
の
公
正
な
手
続
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
十
五
条
の
二
十
二
　
港
湾
管
理
者
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
認
定
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
認
定
を
申
請
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
第
五
十
一
条
第

二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
を
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
港
湾
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
縦
覧
の
開
始
の
日
、
縦
覧
の
場

所
及
び
縦
覧
の
時
間
を
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
港
湾
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
公
表
す
る
こ
と
が
不
適

切
で
あ
る
と
港
湾
管
理
者
が
認
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
当
該
認
定
を
申
請
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
法
第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要

三
　
意
見
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
限
及
び
提
出
先

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
港
湾
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
さ
れ
た
事
項
の
内
容
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了

の
日
ま
で
の
間
に
、
港
湾
管
理
者
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
五
条
の
二
十
三
　
法
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
処
理
の
経
過

二
　
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
を
受
け
た
者
の

認
定
理
由

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
港
湾
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
港
湾
環
境
整
備
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
十
五
条
の
二
十
四
　
法
第
五
十
一
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
環
境
整
備
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
第
五
号
の
二
の
三
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
港
湾
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
十
五
条
の
二
十
一
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
港
湾
環
境
整
備
計
画
の
変
更

に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緑
地
等
の
貸
付
契
約
の
内
容
）

第
十
五
条
の
二
十
五
　
港
湾
管
理
者
は
、
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
計
画
実
施
者
に
緑
地
等

を
貸
し
付
け
る
と
き
は
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
貸
付
契
約
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
港
湾
管
理
者
は
、
認
定
計
画
実
施
者
が
法
第
五
十
一
条
の
四
第
二
項
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
貸

付
契
約
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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二
　
港
湾
管
理
者
は
、
認
定
計
画
実
施
者
が
認
定
計
画
に
従
つ
て
港
湾
の
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
業
を
実
施
し

て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
、
認
定
計
画
実
施
者
が
法
令
若
し
く
は
当
該
貸
付
契
約
に
違
反
し
た
と
き
又
は
当
該

事
業
の
実
施
に
関
し
不
正
の
行
為
が
あ
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
貸
付
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
港
湾
管
理
者
は
、
認
定
計
画
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
認
定
計

画
実
施
者
に
対
し
、
質
問
し
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
調
査
し
、
又
は
参
考
と
な
る
べ
き
報
告
若
し
く
は

資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
認
定
計
画
実
施
者
は
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。

四
　
認
定
計
画
実
施
者
は
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
緑
地
等
に
関
し
、
こ
れ
を
第
三
者
に
転
貸
し
、
及
び
こ
れ
に
係
る

賃
借
権
を
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
認
定
計
画
実
施
者
が
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
緑
地
等
の
一
部

に
つ
い
て
、
当
該
緑
地
等
の
本
来
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
こ
れ
を
第
三
者
に
転
貸
す

る
こ
と
に
つ
い
て
港
湾
管
理
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

五
　
認
定
計
画
実
施
者
は
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
緑
地
等
に
自
己
の
権
原
に
よ
つ
て
附
属
さ
せ
た
物
を
担
保
に
供
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
港
湾
管
理
者
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

六
　
非
常
災
害
に
際
し
円
滑
な
物
資
輸
送
及
び
避
難
地
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
公
益
上
特
別
の

必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
港
湾
管
理
者
が
貸
し
付
け
ら
れ
た
緑
地
等
を
認
定
計
画
実
施
者
以
外
の
者
の
利

用
に
供
す
べ
き
こ
と
を
認
定
計
画
実
施
者
に
指
示
し
た
と
き
は
、
認
定
計
画
実
施
者
は
そ
の
利
用
を
受
忍
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
直
轄
工
事
の
対
象
と
す
る
港
湾
施
設
）

第
十
五
条
の
二
十
六
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
港

湾
の
配
置
及
び
取
扱
貨
物
量
を
考
慮
し
て
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
外
貿
コ

ン
テ
ナ
岸
壁
等
（
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
運
送
に
係
る
外
国
貿
易
船
（
外
国
貿
易
の
た
め
本
邦
と
外
国
の
間
を
往
来
す

る
船
舶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
専
ら
係
留
す
る
た
め
の
岸
壁
又
は
桟
橋
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
水

深
十
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
水
域
施
設

イ
　
水
深
及
び
配
置
か
ら
み
て
当
該
港
湾
に
お
い
て
主
要
と
認
め
ら
れ
る
航
路

ロ
　
イ
の
航
路
と
ハ
の
泊
地
と
を
接
続
す
る
た
め
の
航
路

ハ
　
第
三
号
の
係
留
施
設
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
泊
地

二
　
次
に
掲
げ
る
外
郭
施
設

イ
　
補
助
的
防
波
堤
（
他
の
防
波
堤
に
よ
り
防
護
さ
れ
る
水
域
内
に
設
置
さ
れ
る
防
波
堤
を
い
う
。
）
以
外
の

防
波
堤
で
あ
つ
て
前
号
又
は
次
号
の
施
設
を
防
護
す
る
も
の

ロ
　
次
号
の
係
留
施
設
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
護
岸

三
　
次
に
掲
げ
る
係
留
施
設

イ
　
外
国
貿
易
船
を
係
留
す
る
た
め
の
係
留
施
設
で
あ
つ
て
水
深
十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
（
前
項
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
内
国
貿
易
船
（
内
国
貿
易
の
た
め
本
邦
内
の
各
地
間
を
往
来
す
る
船
舶
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
コ
ン
テ
ナ

船
、
自
動
車
航
送
船
又
は
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
船
で
あ
る
も
の
を
係
留
す
る
た
め
の
係
留
施
設

四
　
前
号
の
係
留
施
設
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
臨
港
交
通
施
設
の
う
ち
主
要
な
も
の

３
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
大
規
模
な
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
港
湾
公
害
防
止
施
設
の
う
ち
面
積
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
公
害
防
止
用
緩
衝
地
帯

二
　
港
湾
環
境
整
備
施
設
で
、
面
積
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
緊
急
輸
送
の

確
保
そ
の
他
の
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
指
定
行
政
機
関
の
長
が
実
施
す
る
広
域
的
な
災
害
応
急
対
策
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
以
上
の
も
の

三
　
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
埋
立
容
量
が
千
五
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
廃
棄
物
埋
立
護
岸

四
　
海
洋
性
廃
棄
物
処
理
施
設
の
う
ち
汚
泥
の
処
理
の
た
め
の
施
設
で
あ
つ
て
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
が
二
千

五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
廃
棄
物
の
焼
却
の
た
め
の
施
設
で
あ
つ
て
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
が

三
十
ト
ン
以
上
の
も
の

４
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
大
規
模
な
も
の
は
、
面
積
二
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

上
の
泊
地
及
び
当
該
泊
地
を
防
護
す
る
防
波
堤
と
す
る
。

（
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
十
五
条
の
二
十
七
　
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と

す
る
。

一
　
外
貿
コ
ン
テ
ナ
岸
壁
等
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
航
路

二
　
外
貿
コ
ン
テ
ナ
岸
壁
等
又
は
前
号
の
航
路
を
防
護
す
る
た
め
の
防
波
堤

三
　
国
土
交
通
大
臣
が
港
湾
の
配
置
及
び
取
扱
貨
物
量
を
考
慮
し
て
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
外
貿
コ
ン
テ
ナ
岸
壁
等
（
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
及
び
国
際
戦
略
港
湾
に
お
け
る
外

貿
コ
ン
テ
ナ
岸
壁
等
で
あ
つ
て
水
深
十
四
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

（
土
地
又
は
工
作
物
の
譲
渡
）

第
十
六
条
　
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
土
地
又
は
工
作
物
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
港
湾
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
土
地
工
作
物
譲
渡
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
港
湾
管
理
者
の
名
称

二
　
土
地
の
譲
受
に
あ
つ
て
は
そ
の
区
域
、
面
積
及
び
価
額
、
工
作
物
の
譲
受
に
あ
つ
て
は
そ
の
種
類
、
構
造
及

び
価
額

三
　
当
該
港
湾
管
理
者
が
、
当
該
土
地
又
は
工
作
物
に
つ
き
費
用
を
負
担
し
た
場
合
は
そ
の
額
に
相
当
す
る
価
額

２
　
第
一
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
施

設
」
及
び
「
当
該
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
土
地
又
は
工
作
物
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
十
七
条
　
第
一
条
第
二
項
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
港
湾
管
理
者
が
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
港
湾
施
設
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
二
項
中
「
認
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
施
設
」
及
び
「
当
該
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
港
湾
施
設
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
土
地
工

作
物
譲
渡
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
港
湾
施
設
譲
渡
申
請
書
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
当
該
港
湾
管
理
者
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
港
湾
管
理
者
と
し
て
の
地
方
公
共
団
体
（
当
該
地
方
公
共
団
体
が
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条

第
二
項
又
は
第
三
項
の
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
地
方
公
共
団
体
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
）
又

は
当
該
港
務
局
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
の
認
定
に
係
る
申
請
手
続
）

第
十
七
条
の
二
　
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
の
港
湾
管
理
者
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
か
ら

第
十
七
条
の
四
ま
で
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
第
五
号
の
三
様
式

に
よ
る
申
請
書
を
港
湾
管
理
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
の
名
称

二
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
の
計
画

イ
　
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
の
概
要

ロ
　
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
の
実
施
時
期

ハ
　
特
定
埠
頭
の
位
置

ニ
　
特
定
埠
頭
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
種
類
、
数
、
規
模
及
び
構
造

三
　
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
の
実
施
が
当
該
港
湾
の
効
率
的
な
運
営
に
特
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

四
　
資
金
計
画

五
　
貸
付
け
を
希
望
す
る
特
定
埠
頭
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
一
部
を
第
三
者
に
転
貸
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
と

き
は
、
そ
の
旨
及
び
理
由

六
　
そ
の
他
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
既
存
の
法
人
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
役
員
又
は
社
員
の
履
歴
書
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ハ
　
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
、
発
行
済
株
式
の
総
数
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
株
式
を
所
有
す
る
株
主
の
名
簿

ニ
　

近
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

ホ
　
組
織
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

二
　
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
謄
本

ロ
　
発
起
人
、
社
員
又
は
設
立
者
の
履
歴
書

ハ
　
株
式
の
引
受
け
、
出
資
又
は
財
産
の
寄
附
の
状
況
又
は
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

ニ
　
組
織
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　
貸
付
け
を
希
望
す
る
特
定
埠
頭
の
総
体
の
位
置
を
表
示
し
た
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上
の
平
面
図
及
び
当
該
特

定
埠
頭
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
位
置
を
表
示
し
た
縮
尺
一
万
分
の
一
以
上
の
平
面
図

四
　
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
の
遂
行
に
必
要
な
資
金
の
調
達
の
相
手
方
並
び
に
当
該
相
手
方
ご
と
の
お
お
む
ね

の
調
達
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

五
　
貸
付
け
を
希
望
す
る
特
定
埠
頭
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
一
部
を
第
三
者
に
転
貸
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
と

き
は
、
転
貸
を
受
け
る
者
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
十
七
条
の
三
　
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
コ
ン
テ
ナ
船
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
コ
ン
テ
ナ
貨
物
を
取
り
扱
う
特
定
埠
頭
を
運
営
す
る
事
業
で
あ
つ
て
、

当
該
コ
ン
テ
ナ
船
を
係
留
す
る
た
め
の
岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
（
水
深
が
七
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
連
続
す
る
岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
（
水
深
が
五
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

に
限
る
。
）
を
一
体
的
に
運
営
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
当
該
係
留
施
設
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
荷
さ
ば

き
地
又
は
野
積
場
の
一
体
的
な
運
営
を
含
む
も
の

ロ
　
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
船
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
貨
物
を
取
り
扱
う
特
定
埠
頭
を
運
営
す
る
事
業
で
あ

つ
て
、
当
該
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
船
を
係
留
す
る
た
め
の
岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
（
水
深
が
七
・

五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
連
続
す
る
岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
（
水
深
が
五
・
五

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
を
一
体
的
に
運
営
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
当
該
係
留
施
設
並
び
に
こ

れ
ら
に
附
帯
す
る
荷
さ
ば
き
地
又
は
野
積
場
の
一
体
的
な
運
営
を
含
む
も
の

ハ
　
自
動
車
航
送
船
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
自
動
車
又
は
旅
客
を
取
り
扱
う
特
定
埠
頭
を
運
営
す
る
事
業
で
あ
つ

て
、
当
該
自
動
車
航
送
船
を
係
留
す
る
た
め
の
岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
（
水
深
が
七
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
連
続
す
る
岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
（
水
深
が
五
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
も
の
に
限
る
。
）
を
一
体
的
に
運
営
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
当
該
係
留
施
設
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る

駐
車
場
又
は
旅
客
施
設
の
一
体
的
な
運
営
を
含
む
も
の

ニ
　
主
と
し
て
ば
ら
積
み
の
貨
物
を
取
り
扱
う
特
定
埠
頭
を
高
性
能
な
荷
さ
ば
き
施
設
を
整
備
し
一
体
的
に
運

営
す
る
事
業
で
あ
つ
て
、
法
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
輸
送
、
保
管
、
荷
さ
ば
き
、

流
通
加
工
そ
の
他
の
物
資
の
流
通
に
係
る
業
務
を
行
う
た
め
の
土
地
の
確
保
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
一
般
国
道
と
の
連
絡
の
確
保
に
関
す
る
状
況
等
を
勘
案
し
て
港
湾
管
理
者
が
指
定
す
る
臨
港
地
区
又
は

臨
港
地
区
の
予
定
地
区
内
の
区
域
に
あ
る
ば
ら
積
み
の
貨
物
を
取
り
扱
う
岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
（
水
深

が
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
荷
さ
ば
き
地
又
は
野
積
場
の
一
体
的

な
運
営
を
含
む
も
の

二
　
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
が
当
該
港
湾
の
効
率
的
な
運
営
に
特
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
港
湾

の
適
正
な
運
営
の
確
保
の
見
地
か
ら
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三
　
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
に
係
る
資
金
計
画
が
当
該
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切
な
も

の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
申
請
者
が
、
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
経
済
的
基
礎
及
び
こ
れ
を
的
確
に
遂
行

す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
能
力
が
十
分
で
あ
る
こ
と
。

五
　
特
定
の
利
用
者
に
対
し
て
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
四
項
の
公
正
な
手
続
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
十
七
条
の
四
　
港
湾
管
理
者
は
、
法
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
の
認
定
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
認
定
の
申

請
の
内
容
を
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
港
湾
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
の
内
容
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
縦
覧
の
開
始
の
日
、
縦
覧
の
場
所
及
び
縦
覧
の
時
間
を
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で
公
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
港
湾
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
の
内
容
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
（
公
表
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
港
湾
管
理
者
が
認
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
公
報
、
掲
示
そ
の
他

の
方
法
で
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要

三
　
意
見
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
限
及
び
提
出
先

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
港
湾
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
さ
れ
た
認
定
の
申
請
の
内
容
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
、
港
湾
管
理
者
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
五
項
の
通
知
）

第
十
七
条
の
五
　
港
湾
管
理
者
は
、
法
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
の
認
定
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通

大
臣
の
同
意
を
得
て
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
通
知
書
を
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

三
　
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の
認
定
理
由

２
　
前
項
の
通
知
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
認
定
を
行
つ
た
運
営
の
事
業
を
実
施
す
る
特
定
埠
頭
の
総
体
の
位
置
を
表
示
し
た
縮
尺
五
万
分
の
一
以

上
の
平
面
図
及
び
当
該
特
定
埠
頭
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
位
置
を
表
示
し
た
縮
尺
一
万
分
の
一
以
上
の
平

面
図

二
　
法
第
五
十
四
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
た
こ
と
並
び
に
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
七
条
の
六
　
法
第
五
十
四
条
の
三
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要

二
　
第
十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
処
理
の
経
過

三
　
当
該
認
定
を
受
け
た
者
（
次
条
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
認
定
理
由

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
港
湾
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
特
定
埠
頭
の
貸
付
契
約
の
内
容
）

第
十
七
条
の
七
　
港
湾
管
理
者
は
、
法
第
五
十
四
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
に
特
定
埠
頭
を
構
成
す
る

港
湾
施
設
を
貸
し
付
け
る
と
き
は
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
貸
付
契
約
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
港
湾
管
理
者
は
、
事
業
者
が
法
第
五
十
四
条
の
三
第
十
二
項
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
貸
付
契
約

を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
港
湾
管
理
者
は
、
事
業
者
が
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
と
き
、
事
業

者
が
法
令
若
し
く
は
当
該
貸
付
契
約
に
違
反
し
た
と
き
又
は
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
の
実
施
に
関
し
不
正
の

行
為
が
あ
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
貸
付
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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三
　
港
湾
管
理
者
は
、
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お

い
て
、
事
業
者
に
対
し
、
質
問
し
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
調
査
し
、
又
は
参
考
と
な
る
べ
き
報
告
若
し

く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
事
業
者
は
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
　
事
業
者
は
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
港
湾
施
設
に
関
し
、
こ
れ
を
第
三
者
に
転
貸
し
、
及
び
こ
れ
に
係
る
賃
借
権

を
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
事
業
者
が
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
港
湾
施
設
の
一
部
に
つ
い
て
、
当

該
港
湾
施
設
の
本
来
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
こ
れ
を
第
三
者
に
転
貸
す
る
こ
と
に
つ

い
て
港
湾
管
理
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
こ
と
。

五
　
事
業
者
は
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
港
湾
施
設
に
自
己
の
権
原
に
よ
つ
て
附
属
さ
せ
た
物
を
担
保
に
供
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
港
湾
管
理
者
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

六
　
異
常
な
滞
船
の
解
消
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
港
湾
施
設
に
お
け
る
感
染
症
の
発
生
の
予
防
又
は
そ
の
ま

ん
延
の
防
止
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
公
益
上
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
港
湾
管
理
者
が

貸
し
付
け
ら
れ
た
港
湾
施
設
を
事
業
者
以
外
の
者
の
利
用
に
供
す
べ
き
こ
と
又
は
特
定
の
船
舶
の
利
用
に
供
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
事
業
者
に
指
示
し
た
と
き
は
、
事
業
者
は
そ
の
利
用
又
は
利
用
制
限
を
受
忍
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
港
湾
計
画
の
軽
易
な
変
更
の
特
例
）

第
十
七
条
の
八
　
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
港
湾
管
理
者
が
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
よ
う
と
す
る
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
に
係
る
港
湾
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
の
第
一

条
の
十
二
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
含
み
、
法
第
五
十
四
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
港
湾
管
理
者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
よ

う
と
す
る
特
定
埠
頭
の
運
営
の
事
業
に
係
る
特
定
埠
頭
を
構
成
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
埠
頭
群
の
貸
付
契
約
の
内
容
）

第
十
七
条
の
九
　
法
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
を

貸
し
付
け
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
貸
付
者
」
と
い
う
。
）
は
、
港
湾
運
営
会
社
に
当
該
港
湾
施
設
を
貸

し
付
け
る
と
き
は
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
貸
付
契
約
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
港
湾
運
営
会
社
は
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
港
湾
施
設
を
第
三
者
に
長
期
間
転
貸
し
、
又
は
こ
れ
に
係
る
賃
借
権

を
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
港
湾
運
営
会
社
は
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
港
湾
施
設
に
自
己
の
権
原
に
よ
つ
て
附
属
さ
せ
た
物
を
担
保
に
供
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
貸
付
者
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
異
常
な
滞
船
の
解
消
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
港
湾
施
設
に
お
け
る
感
染
症
の
発
生
の
予
防
又
は
そ
の
ま

ん
延
の
防
止
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
公
益
上
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
貸
付
者
が
貸
し

付
け
ら
れ
た
港
湾
施
設
を
港
湾
運
営
会
社
以
外
の
者
の
利
用
に
供
す
べ
き
こ
と
又
は
特
定
の
船
舶
の
利
用
に
供

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
港
湾
運
営
会
社
に
指
示
し
た
と
き
は
、
港
湾
運
営
会
社
は
そ
の
利
用
又
は
利
用
制
限

を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
取
扱
埠
頭
の
貸
付
契
約
の
内
容
）

第
十
七
条
の
十
　
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

等
拠
点
港
湾
の
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
取
扱
埠
頭
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
を
貸
し
付
け
る
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
貸
付
者
」
と
い
う
。
）
は
、
許
可
事
業
者
に
当
該
港
湾
施
設
を
貸
し
付
け
る
と
き
は
、

少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
貸
付
契
約
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
許
可
事
業
者
は
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
港
湾
施
設
を
第
三
者
に
転
貸
し
、
又
は
こ
れ
に
係
る
賃
借
権
を
譲
渡
し

て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
許
可
事
業
者
は
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
港
湾
施
設
に
自
己
の
権
原
に
よ
つ
て
附
属
さ
せ
た
物
を
担
保
に
供
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
貸
付
者
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
異
常
な
滞
船
の
解
消
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
港
湾
施
設
に
お
け
る
感
染
症
の
発
生
の
予
防
又
は
そ
の
ま

ん
延
の
防
止
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
公
益
上
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
貸
付
者
が
貸
し

付
け
ら
れ
た
港
湾
施
設
を
許
可
事
業
者
以
外
の
者
の
利
用
に
供
す
べ
き
こ
と
又
は
特
定
の
船
舶
の
利
用
に
供
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
許
可
事
業
者
に
指
示
し
た
と
き
は
、
許
可
事
業
者
は
そ
の
利
用
又
は
利
用
制
限
を
受
忍

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
証
明
書
の
様
式
）

第
十
八
条
　
法
第
五
十
五
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
（
国
の
職
員
が
携
帯
す
る
も
の
を
除
く
。
）

は
、
第
六
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
港
湾
施
設
を
使
用
し
て
行
う
広
域
災
害
応
急
対
策
）

第
十
八
条
の
二
　
法
第
五
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
災
害
応
急
対
策
は
、
非
常
災
害
が

発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
災
害
対
策
基
本
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
行
政
機
関
の
長
が
実
施
す
る
災

害
応
急
対
策
の
う
ち
、
緊
急
輸
送
の
確
保
、
施
設
及
び
設
備
の
応
急
復
旧
そ
の
他
災
害
の
拡
大
の
防
止
を
図
る
た

め
実
施
す
べ
き
応
急
の
対
策
と
す
る
。

（
港
湾
広
域
防
災
施
設
）

第
十
八
条
の
三
　
法
第
五
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
は
、
港
湾
環
境
整
備
施

設
（
第
十
五
条
の
二
十
六
第
三
項
第
二
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
当
該
施
設
と
一
体
的
に
使
用
す
る
港
湾
施
設
（
同
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

と
す
る
。

（
法
第
五
十
五
条
の
三
の
二
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
八
条
の
四
　
法
第
五
十
五
条
の
三
の
二
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
国
土
交
通
大
臣
が
管
理
す
る
港
湾
広
域
防
災
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
大
臣
管
理
施
設
」
と
い
う
。
）

が
設
置
さ
れ
て
い
る
港
湾
の
名
称

二
　
大
臣
管
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
港
湾
の
港
湾
管
理
者
の
名
称

三
　
大
臣
管
理
施
設
の
種
類
、
名
称
及
び
所
在
地

（
法
第
五
十
五
条
の
三
の
三
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
八
条
の
五
　
法
第
五
十
五
条
の
三
の
三
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
国
土
交
通
大
臣
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
大
臣
管
理
施
設
」
と
い
う
。
）
が
設
置

さ
れ
て
い
る
港
湾
の
名
称

二
　
大
臣
管
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
港
湾
の
港
湾
管
理
者
の
名
称

三
　
大
臣
管
理
施
設
の
種
類
、
名
称
及
び
所
在
地

四
　
国
土
交
通
大
臣
が
大
臣
管
理
施
設
に
つ
い
て
行
う
管
理
の
内
容

（
開
発
保
全
航
路
内
の
物
件
の
使
用
等
が
で
き
る
区
域
）

第
十
八
条
の
六
　
法
第
五
十
五
条
の
三
の
四
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
緊
急
確
保
航
路
内
に
お
け
る
放
置
等
禁
止
物
件
）

第
十
八
条
の
七
　
法
第
五
十
五
条
の
三
の
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
物
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
船
舶

二
　
土
石

三
　
い
か
だ

四
　
竹
木

五
　
車
両

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
緊
急
確
保
航
路
に
お
け
る
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
船
舶
の
交
通
又

は
沈
没
物
そ
の
他
の
物
件
の
除
去
に
支
障
を
与
え
る
程
度
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
物
件
に
類
す
る
も
の

（
緊
急
確
保
航
路
内
に
お
け
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
等
の
許
可
）

第
十
八
条
の
八
　
法
第
五
十
五
条
の
三
の
五
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類
（
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
に
掲

げ
る
書
類
に
限
る
。
）
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
又
は
記
載
し
た
書
類

イ
　
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
諸
元
及
び
要
求
性
能

ロ
　
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠
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ハ
　
イ
及
び
ロ
の
照
査
方
法

二
　
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
施
工
方
法
、
施
工
管
理
方
法
及
び
安
全
管
理
方
法

を
記
載
し
た
書
類

三
　
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
を
適
切
に
維
持
す
る
た
め
の
維
持
管
理
方
法
を
記
載

し
た
書
類

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
の
三
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
と
協
議
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
国
土

交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
と
協
議
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
申
請
の
手
続
）

第
十
九
条
　
法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
五
条
の
七
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
で
あ
る
同
項
の
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
建
設
又
は

改
良
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
当
該
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
工
事
実

施
計
画

イ
　
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
総
体
の
名
称
及
び
位
置
（
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上
の
平
面
図
を
も
つ
て
表
示
す
る

こ
と
。
）

ロ
　
岸
壁
又
は
桟
橋
の
長
さ
、
係
留
能
力
及
び
構
造

ハ
　
建
設
又
は
改
良
を
行
う
泊
地
の
水
深
及
び
面
積

ニ
　
令
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
施
設
の
種
類
、
数
、
規
模
及
び
構
造

ホ
　
令
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
施
設
の
種
類
、
数
、
規
模
及
び
構
造

ヘ
　
令
第
四
条
第
二
項
第
四
号
の
施
設
の
種
類
、
数
、
規
模
及
び
構
造

ト
　
令
第
四
条
第
二
項
第
五
号
の
施
設
の
種
類
、
数
、
規
模
及
び
構
造

チ
　
護
岸
の
長
さ
及
び
構
造

リ
　
臨
港
交
通
施
設
の
種
類
及
び
規
模

ヌ
　
令
第
四
条
第
二
項
第
七
号
の
施
設
の
種
類
、
数
、
係
留
能
力
及
び
構
造

ル
　
令
第
四
条
第
二
項
第
八
号
の
敷
地
の
面
積

ヲ
　
ロ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
配
置
（
縮
尺
一
万
分
の
一
以
上
の
平
面
図
を
も
つ
て
表
示
す
る
こ
と
。
）

ワ
　
工
事
に
要
す
る
費
用
の
概
算

カ
　
工
事
の
着
手
及
び
完
成
の
予
定
期
日
並
び
に
供
用
開
始
の
予
定
期
日

二
　
法
第
五
十
五
条
の
七
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
で
あ
る
同
項
の
特
定
用
途
港
湾
施
設

の
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
当
該
特
定
用
途
港
湾
施

設
の
工
事
実
施
計
画

イ
　
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
総
体
の
名
称
及
び
位
置
（
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上
の
平
面
図
を
も
つ
て
表
示
す
る

こ
と
。
）

ロ
　
荷
さ
ば
き
施
設
若
し
く
は
保
管
施
設
（
保
管
施
設
に
あ
つ
て
は
、
国
際
戦
略
港
湾
に
お
け
る
も
の
に
限

る
。
）
又
は
旅
客
施
設
の
規
模
及
び
構
造

ハ
　
令
第
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
又
は
第
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
施
設
の
種
類
及
び
規
模

ニ
　
令
第
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
又
は
第
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
施
設
の
種
類
及
び
規
模

ホ
　
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
配
置
（
縮
尺
一
万
分
の
一
以
上
の
平
面
図
を
も
つ
て
表
示
す
る
こ
と
。
）

ヘ
　
工
事
に
要
す
る
費
用
の
概
算

ト
　
工
事
の
着
手
及
び
完
成
の
予
定
期
日
並
び
に
供
用
開
始
の
予
定
期
日

三
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
管
理
運
営
計
画

イ
　
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
使
用
者
の
選
定
の
基
準
及
び
方
法

ロ
　
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
使
用
形
態

ハ
　
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
使
用
料
の
算
出
方
法

ニ
　
そ
の
他
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

四
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
特
定
用
途
港
湾
施
設
に
係
る
資
金
計
画

イ
　
資
金
の
調
達
方
法

ロ
　
資
金
の
使
途

五
　
特
定
用
途
港
湾
施
設
に
係
る
収
支
計
画

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
附
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
既
存
の
法
人
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
役
員
又
は
社
員
の
履
歴
書

ハ
　
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
、
発
行
済
株
式
の
総
数
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
株
式
を
所
有
す
る
株
主
の
名
簿

ニ
　

近
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

ホ
　
貸
付
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

ヘ
　
組
織
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

二
　
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
謄
本

ロ
　
発
起
人
、
社
員
又
は
設
立
者
の
履
歴
書

ハ
　
株
式
の
引
受
け
、
出
資
又
は
財
産
の
寄
附
の
状
況
又
は
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

ニ
　
組
織
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

（
認
定
の
通
知
）

第
二
十
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
申
請
を
し
た
者
が
令
第
二
条
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
申
請
を
し
た
者
及
び
当
該
特
定
用
途
港
湾
施
設
に
係
る
港
湾
の
港
湾
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

（
貸
付
申
請
の
手
続
）

第
二
十
一
条
　
前
条
の
通
知
を
受
け
た
港
湾
管
理
者
は
、
法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
の
国
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
港
湾
管
理
者
の
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
特
定
用
途
港
湾
施
設
に
係
る
貸
付
け
の
金
額
及
び
出
資
の
金
額
並

び
に
そ
の
時
期

二
　
港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
を
受
け
る
者
の
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
工
事
実
施
計
画
の

明
細

三
　
港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
を
受
け
る
者
の
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
特
定
用
途
港
湾
施
設
に
係
る
資
金
計
画
の

明
細

四
　
港
湾
管
理
者
の
貸
付
金
に
関
す
る
貸
付
け
の
条
件

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
当
該
特
定
用
途
港
湾
施
設
に
関
す
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
平
面
図
、
縦
断
面
図
、
標
準
横
断
面
図
、
深
浅
図
そ
の
他
の
必
要
な
図
面

二
　
岸
壁
又
は
桟
橋
並
び
に
令
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
施
設
（
第
五
号
の
施
設

に
あ
つ
て
は
、
廃
棄
物
埋
立
護
岸
に
限
る
。
）
の
安
定
計
算
の
概
要

（
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
事
項
）

第
二
十
二
条
　
令
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
令
第
六
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
　
貸
付
け
に
係
る
特
定
用
途
港
湾
施
設
に
係
る
管
理
運
営
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
（
当
該
施
設
の
使
用
者
の
選

定
の
基
準
若
し
く
は
方
法
、
使
用
形
態
又
は
使
用
料
の
算
出
方
法
を
変
更
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

二
　
貸
付
け
に
係
る
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
供
用
を
一
月
以
下
の
期
間
を
定
め
て
休
止
す
る
こ
と
。

（
令
第
六
条
第
三
号
の
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
価
額
）

第
二
十
三
条
　
令
第
六
条
第
三
号
の
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
価
額
は
、
当
該
施
設
の
取
得
価
額
又
は
製
作
価
額
と
す

る
。

（
令
第
六
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
割
合
）

第
二
十
四
条
　
令
第
六
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
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（
令
第
六
条
第
三
号
の
利
益
の
額
）

第
二
十
五
条
　
令
第
六
条
第
三
号
の
利
益
の
額
は
、
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
運
営
に
係
る
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
収

益
か
ら
費
用
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

２
　
前
項
の
収
益
は
、
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
使
用
料
そ
の
他
の
事
業
収
益
及
び
受
取
利
子
そ
の
他
の
事
業
外
収
益

（
積
立
金
取
り
く
ず
し
額
以
外
の
特
別
利
益
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
費
用
は
、
事
業
費
用
（
法
人
税
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
支
払
利
子
そ
の
他
の
事
業
外
費
用
（
特
別
損
失
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
と
す
る
。

第
二
十
六
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
貸
付
け
に
係
る
特
定
用
途
港
湾

施
設
の
運
営
と
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
運
営
以
外
の
事
業
と
の
双
方
に
関
連
す
る
収
益
及
び
費
用
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
配
賦
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
受
取
利
子
そ
の
他
の
事
業
外
収
益
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
事
業
収
益
に
よ
る
割
合

二
　
事
業
費
用
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
割
合

イ
　
法
人
税
、
道
府
県
民
税
、
事
業
税
及
び
市
町
村
民
税
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
利
益

に
よ
る
割
合

ロ
　
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
事
業
費
用
（
諸
税
及
び
減
価
償
却
費
を
除

く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
割
合

三
　
支
払
利
子
そ
の
他
の
事
業
外
費
用
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合

イ
　
支
払
利
子
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
に
よ
る
割
合
（
当
該

固
定
資
産
に
つ
き
前
事
業
年
度
末
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
付
せ
ら
れ
た
価
額
か
ら
当
該
固
定
資
産
に
つ
き

当
該
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
減
価
償
却
引
当
金
の
額
を
控
除
し
た
価
額
に
よ
る
割
合
を
い
う
。
）

ロ
　
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
事
業
費
用
に
よ
る
割
合

（
区
分
経
理
）

第
二
十
七
条
　
法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
の
港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
を
受
け
る
者
は
、
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
運

営
に
関
す
る
経
理
に
つ
い
て
特
別
の
勘
定
を
設
け
、
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
運
営
以
外
の
事
業
に
関
す
る
経
理
と

区
分
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
運
営
と
特
定
用
途
港
湾
施
設

の
運
営
以
外
の
事
業
と
の
双
方
に
関
連
す
る
収
益
及
び
費
用
は
、
前
条
の
規
定
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
配

賦
し
て
経
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
改
良
に
係
る
認
定
申
請
の
手
続
）

第
二
十
七
条
の
二
　
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
当
該
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
工
事
実
施
計
画

イ
　
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
総
体
の
名
称
及
び
位
置
（
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上
の
平
面
図
を
も
つ
て

表
示
す
る
こ
と
。
）

ロ
　
護
岸
の
長
さ
及
び
構
造

ハ
　
岸
壁
又
は
物
揚
場
の
長
さ
、
係
留
能
力
及
び
構
造

ニ
　
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
施
設
の
配
置
（
縮
尺
一
万
分
の
一
以
上
の
平
面
図
を
も
つ
て
表
示
す
る
こ
と
。
）

ホ
　
工
事
に
要
す
る
費
用
の
概
算

ヘ
　
工
事
の
着
手
及
び
完
成
の
予
定
期
日

ト
　
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
要
求
性
能

チ
　
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠

リ
　
ト
及
び
チ
の
照
査
方
法

ヌ
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
管
理
運
営
計
画

イ
　
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
点
検
及
び
診
断
の
実
施
方
針

ロ
　
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
維
持
工
事
等
の
実
施
方
針

ハ
　
そ
の
他
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

三
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
に
係
る
資
金
計
画

イ
　
資
金
の
調
達
方
法

ロ
　
資
金
の
使
途

四
　
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
に
係
る
収
支
計
画

（
法
第
五
十
五
条
の
八
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
水
域
施
設
）

第
二
十
七
条
の
三
　
法
第
五
十
五
条
の
八
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
水
域
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と

す
る
。

一
　
岸
壁
又
は
桟
橋
（
い
ず
れ
も
当
該
港
湾
の
港
湾
計
画
に
お
い
て
、
大
規
模
地
震
対
策
施
設
（
港
湾
計
画
の
基

本
的
な
事
項
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
第
十
六
条
の
大
規
模
地
震
対
策
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と

し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
航
路
及
び
泊
地
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

二
　
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指

定
石
油
製
品
を
取
り
扱
う
係
留
施
設
（
当
該
港
湾
の
港
湾
計
画
に
お
い
て
、
大
規
模
地
震
対
策
施
設
と
し
て
定

め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
航
路
及
び
泊
地

（
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
）

第
二
十
七
条
の
四
　
法
第
五
十
五
条
の
八
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
は
、
護
岸
、
岸
壁
及
び
物

揚
場
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
二
十
七
条
の
五
　
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
第
二
十
七
条
の
二
の
申
請
書
に
つ
い
て
、
第
二
十
条
の
規
定
は
法

第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
、
第
二
十
一
条
の
規
定
は
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
国
の
貸
付

け
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
条
の
規
定
は
令
第
九
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
の
規
定
は
令
第
九
条
の
三
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
条
第
三
号
の
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
価
額
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条

の
規
定
は
令
第
九
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
割
合
に
つ

い
て
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は
令
第
九
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
条
第
三
号

の
利
益
の
額
に
つ
い
て
、
第
二
十
七
条
の
規
定
は
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
を
受
け

る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
五
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
六
条
並
び
に
第
二
十
七
条
中
「
特
定
用
途
港
湾
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
特
定
技

術
基
準
対
象
施
設
」
と
、
第
二
十
条
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
七
条
の
二
」
と
、
「
令
第
二
条
」
と
あ

る
の
は
「
令
第
九
条
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
出
資
の
金
額
並
び
に
そ
の
時
期
」
と
あ
る
の
は

「
そ
の
時
期
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
岸
壁
又
は
桟
橋
並
び
に
令
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
か

ら
第
七
号
ま
で
の
施
設
（
第
五
号
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
廃
棄
物
埋
立
護
岸
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

七
条
の
四
の
港
湾
施
設
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
令
第
六
条
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
九
条
の
三
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
条
第
七
号
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
使
用
者
の
選
定
の
基
準
若
し
く
は
方
法
、
使
用
形

態
又
は
使
用
料
の
算
出
方
法
」
と
あ
る
の
は
「
点
検
及
び
診
断
の
実
施
方
針
又
は
維
持
工
事
等
の
実
施
方
針
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
十
五
条
の
九
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
）

第
二
十
七
条
の
六
　
法
第
五
十
五
条
の
九
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
は
、
埠
頭
群
を
構
成
す
る

岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
に
係
留
さ
れ
る
船
舶
に
係
る
輸
出
入
に
係
る
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
荷
さ
ば
き
を
行
う
た
め

又
は
当
該
岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
に
係
留
さ
れ
る
自
動
車
航
送
船
に
係
る
積
込
み
若
し
く
は
取
卸
し
を
す
る
自

動
車
を
待
機
さ
せ
若
し
く
は
整
理
す
る
た
め
の
固
定
的
な
施
設
及
び
当
該
岸
壁
そ
の
他
の
係
留
施
設
に
係
留
さ
れ

る
自
動
車
航
送
船
に
係
る
固
定
的
な
旅
客
施
設
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
二
十
七
条
の
七
　
第
二
十
一
条
の
規
定
は
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
が
法
第
五
十
五
条

の
九
第
一
項
の
国
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定

は
令
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い

て
、
第
二
十
三
条
の
規
定
は
令
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
条
第
三
号
の
埠
頭
群
を
構
成
す
る

港
湾
施
設
の
価
額
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の
規
定
は
令
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
条
第
三
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号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
割
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は
令
第
十
一
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
条
第
三
号
の
利
益
の
額
に
つ
い
て
、
第
二
十
七
条
の
規
定
は
法
第
五
十
五
条
の
九
第

一
項
の
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
を
受
け
る
港
湾
運
営
会
社
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
五
条
中
「
特
定
用
途
港
湾
施
設
」
と
あ

る
の
は
「
埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
前
条
の
通
知
を
受
け
た
港
湾
管
理

者
」
と
あ
り
、
及
び
「
港
湾
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
」

と
、
同
項
第
一
号
中
「
出
資
の
金
額
並
び
に
そ
の
時
期
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
時
期
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第

三
号
中
「
貸
付
け
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
貸
付
け
を
受
け
る
港
湾
運
営
会
社
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
の

工
事
実
施
計
画
の
明
細
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
第
十
一
条
の
九
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
明
細
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
資
金
計
画
の
明
細
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
の
九
第
三
項
第
四
号
に

掲
げ
る
事
項
に
係
る
明
細
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
岸
壁
又
は
桟
橋
並
び
に
令
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及

び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
施
設
（
第
五
号
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
廃
棄
物
埋
立
護
岸
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
第
二
十
七
条
の
六
の
港
湾
施
設
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
令
第
六
条
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
一
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
条
第
七
号
ロ
及
び
ハ
」
と
、
第
二
十
六
条
中
「
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
運
営

と
特
定
用
途
港
湾
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
運
営
と
貸
付
け
に
係
る
埠
頭
群
を
構

成
す
る
港
湾
施
設
」
と
、
第
二
十
七
条
中
「
特
定
用
途
港
湾
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
貸
付
け
に
係
る
埠
頭
群
を
構

成
す
る
港
湾
施
設
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
公
告
水
域
に
お
け
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
等
の
許
可
）

第
二
十
七
条
の
八
　
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類
（
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
を
行
お
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限

る
。
）
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
又
は
記
載
し
た
書
類

イ
　
建
設
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
諸
元
及
び
要
求
性
能

ロ
　
建
設
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠

ハ
　
イ
及
び
ロ
の
照
査
方
法

二
　
建
設
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
施
工
方
法
、
施
工
管
理
方
法
及
び
安
全
管
理
方
法
を
記
載
し

た
書
類

三
　
建
設
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
を
適
切
に
維
持
す
る
た
め
の
維
持
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
知
事
と
協
議
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
都
道
府
県
知
事

の
許
可
を
受
け
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
と
協
議
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
の
施
設
）

第
二
十
八
条
　
令
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
の
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
港
湾
の
施

設
（
令
第
二
十
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
七
号
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
ろ
か
い
の
み
を
も
つ
て
運
転
す
る
船
舶
を
専
ら
係
留
す
る
た
め
の
係
留
施
設

二
　
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
公
園
又
は
都
市
計
画

施
設
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
施
設
を
い
う
。
）

で
あ
る
公
園
で
国
が
設
置
す
る
も
の
に
設
け
ら
れ
る
施
設
と
し
て
地
方
公
共
団
体
又
は
国
が
建
設
し
、
又
は
改

良
す
る
係
留
施
設

三
　
漁
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
施
設
（
港
湾
管
理
者
が
建
設
し
、
又
は
改
良
す
る
港
湾
施
設
を
除
く
。
）

四
　
砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
工
事
及
び
そ
の
砂
防
工
事
に
あ
わ
せ

て
施
行
さ
れ
る
工
事
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
建
設
し
、
又
は
改
良
す
る
港
湾
の
施
設

五
　
海
岸
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
そ
の
工
事
に
あ
わ
せ
て
施
行
さ
れ
る
工
事
と
し
て
海
岸
管
理
者
が
建
設
し
、
又
は
改
良
す
る
港
湾
の
施
設

六
　
河
川
法
第
八
条
に
規
定
す
る
河
川
工
事
及
び
同
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
そ
の
河
川
工
事
に
あ
わ
せ
て
施

行
さ
れ
る
工
事
と
し
て
河
川
管
理
者
が
建
設
し
、
又
は
改
良
す
る
港
湾
の
施
設

七
　
当
該
港
湾
の
港
湾
計
画
に
お
い
て
、
大
規
模
地
震
対
策
施
設
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
港

湾
に
関
し
定
め
ら
れ
て
い
る
災
害
対
策
基
本
法
第
四
十
条
の
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
又
は
同
法
第
四
十
二
条

の
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
な
い
緑
地
及
び
広
場

（
確
認
対
象
施
設
）

第
二
十
八
条
の
二
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
二
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
対
象
施
設
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
外
郭
施
設

二
　
次
に
掲
げ
る
係
留
施
設

イ
　
水
深
七
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
係
留
施
設

ロ
　
危
険
物
積
載
船
（
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
二
条
第
三
号
の
危
険

物
積
載
船
を
い
う
。
）
、
旅
客
船
（
十
三
人
以
上
の
旅
客
定
員
を
有
す
る
船
舶
を
い
う
。
）
又
は
自
動
車
航
送

船
を
係
留
す
る
た
め
の
係
留
施
設
（
貨
物
の
積
込
み
若
し
く
は
取
卸
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
又
は
人

が
乗
船
し
、
若
し
く
は
下
船
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ
　
レ
ベ
ル
二
地
震
動
（
港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
六
号
の
レ
ベ
ル
二
地
震
動

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
へ
の
耐
震
性
を
有
す
る
係
留
施
設

ニ
　
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
が
備
え
る
係
留
施
設

三
　
道
路
及
び
橋

り
よ
う

梁

四
　
固
定
式
荷
役
機
械
及
び
軌
道
走
行
式
荷
役
機
械
（
当
該
港
湾
の
港
湾
計
画
に
お
い
て
、
大
規
模
地
震
対
策
施

設
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
廃
棄
物
埋
立
護
岸

六
　
海
浜

七
　
緑
地
及
び
広
場
（
当
該
港
湾
の
港
湾
計
画
に
お
い
て
、
大
規
模
地
震
対
策
施
設
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）

（
確
認
の
申
請
）

第
二
十
八
条
の
三
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
二
第
三
項
の
確
認
（
以
下
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
確
認
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
又
は
登
録
確
認
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
確
認
申
請
書
は
、
第
六
号
の
二
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
確
認
対
象
施
設
（
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
位
置
図

二
　
確
認
対
象
施
設
の
諸
元
及
び
要
求
性
能
を
示
す
書
類
並
び
に
主
要
寸
法
を
示
す
図
面

三
　
確
認
対
象
施
設
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠
を
記
載
し
た
書
類

四
　
前
二
号
の
照
査
方
法
を
記
載
し
た
書
類

４
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
登
録
確
認
機
関
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
確
認
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
必
要
な
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
す
る
提
出
は
、
確
認
対
象
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地

方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
を
経
由
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
二
十
八
条
の
四
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
三
（
法
第
五
十
六
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
（
以
下
「
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
確
認
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
確
認
員
の
数

四
　
第
二
号
の
事
業
場
ご
と
の
確
認
業
務
を
行
お
う
と
す
る
範
囲

五
　
確
認
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
登
録
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
で
あ
る
場
合

に
は
、
住
民
票
の
写
し
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
。
）

二
　
確
認
員
が
法
第
五
十
六
条
の
二
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

及
び
確
認
員
の
住
民
票
の
写
し
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
。
）

三
　
登
録
申
請
者
が
法
第
五
十
六
条
の
二
の
三
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
信
じ
さ

せ
る
に
足
る
書
類

（
登
録
確
認
機
関
登
録
簿
の
記
載
事
項
）

第
二
十
八
条
の
五
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
三
第
四
項
第
四
号
（
法
第
五
十
六
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
確
認
業
務
を
行
う
事
業
場
の
名
称

二
　
事
業
場
ご
と
の
確
認
業
務
を
行
う
範
囲

三
　
確
認
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

（
確
認
業
務
の
実
施
方
法
）

第
二
十
八
条
の
六
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
五
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
確
認
員
が
次
に
掲
げ

る
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
施
設
の
性
能
を
総
合
的
に
評
価
す
る
手
法
を
用
い
る
方
法
と
す
る
。

一
　
確
認
対
象
施
設
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。

二
　
確
認
対
象
施
設
の
諸
元
が
、
前
号
の
作
用
及
び
当
該
施
設
の
要
求
性
能
に
対
し
て
適
切
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
の
照
査
の
実
施
方
法
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。

（
確
認
証
等
の
交
付
）

第
二
十
八
条
の
七
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
登
録
確
認
機
関
は
、
確
認
対
象
施
設
が
技
術
基
準
に
適
合
す
る
と
確
認
し

た
と
き
は
、
確
認
証
を
確
認
の
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
登
録
確
認
機
関
は
、
確
認
対
象
施
設
が
技
術
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き

は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
を
確
認
の
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
確
認
証
及
び
通
知
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
六
号
の
三
様
式
及
び
第
六
号
の
四
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
八
条
の
八
　
登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
五
十
六
条
の
二
の
六
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

（
確
認
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
八
条
の
九
　
登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
五
十
六
条
の
二
の
七
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
確
認
業
務
規
程
を
添
付
し
て
、
国
土
交
通

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
五
十
六
条
の
二
の
七
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
確
認
業
務
規
程
（
変
更
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
を
添
付
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

（
確
認
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
二
十
八
条
の
十
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
七
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
確
認
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
確
認
の
申
請
の
受
理
に
関
す
る
事
項

二
　
確
認
業
務
の
料
金
に
関
す
る
事
項

三
　
確
認
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
確
認
証
及
び
通
知
書
の
交
付
に
関
す
る
事
項

五
　
確
認
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

六
　
確
認
業
務
に
関
す
る
公
正
の
確
保
に
関
す
る
事
項

七
　
確
認
業
務
に
関
す
る
責
任
に
関
す
る
事
項

八
　
そ
の
他
確
認
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
確
認
員
の
学
力
）

第
二
十
八
条
の
十
一
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
に
相
当
す
る
外
国
の
学
校
に
お
い
て
土
木
工
学
そ
の
他
港
湾
の
施

設
の
建
設
に
関
し
て
必
要
な
課
程
を
修
め
て
卒
業
（
大
学
院
に
お
い
て
は
修
了
）
し
た
者
と
す
る
。

（
試
験
研
究
機
関
）

第
二
十
八
条
の
十
二
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
試
験
研
究
機
関
は
、
港
湾
の

施
設
の
性
能
を
総
合
的
に
評
価
す
る
手
法
に
関
す
る
試
験
研
究
を
行
う
機
関
と
す
る
。

（
確
認
員
の
業
務
経
験
）

第
二
十
八
条
の
十
三
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
試
験
研
究
の
業
務
は
、
港
湾

の
施
設
の
性
能
を
総
合
的
に
評
価
す
る
手
法
に
関
す
る
学
術
上
の
論
文
の
作
成
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
と
す

る
。

（
確
認
員
の
選
任
の
届
出
等
）

第
二
十
八
条
の
十
四
　
登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
五
十
六
条
の
二
の
八
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
確
認
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
録
確
認
機
関
は
、
確
認
員
に
つ
い
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
内
容
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
確
認

員
を
解
任
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
前
二
項
の
届
出
書
に
は
、
選
任
し
た
確
認
員
が
法
第
五
十
六
条
の
二
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す

る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
選
任
し
た
確
認
員
の
住
民
票
の
写
し
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
て
い

る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
届
出
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
表
示
方
法
）

第
二
十
八
条
の
十
五
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
十
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
磁

的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
）

第
二
十
八
条
の
十
六
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
十
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
の
う
ち
、
登
録
確
認
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し

た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受

信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
で
き
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
八
条
の
十
七
　
登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
五
十
六
条
の
二
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
確
認
業
務
の
範
囲

二
　
確
認
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
確
認
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間

四
　
確
認
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由
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第
二
十
八
条
の
十
八
　
削
除

（
帳
簿
の
記
載
等
）

第
二
十
八
条
の
十
九
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
十
六
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
確
認
の
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
確
認
の
申
請
を
受
け
た
年
月
日

三
　
確
認
業
務
を
実
施
し
た
確
認
対
象
施
設
の
名
称
、
種
類
及
び
位
置

四
　
確
認
業
務
を
実
施
し
た
年
月
日

五
　
確
認
業
務
を
実
施
し
た
確
認
員
の
氏
名

六
　
確
認
業
務
を
実
施
し
た
確
認
対
象
施
設
の
概
要

七
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
登
録
確
認
機
関
は
、
確
認
業
務
を
行
う
事
業
場
ご
と
に
前
項
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
確
認

業
務
を
実
施
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
認
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
二
十
八
条
の
二
十
　
登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
五
十
六
条
の
二
の
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
確
認
業
務
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
確
認
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
手
数
料
）

第
二
十
八
条
の
二
十
一
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
二
十
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
別
表

第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
確
認
対
象
施
設
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
と
す

る
。

（
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
）

第
二
十
八
条
の
二
十
二
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
二
十
一
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
対
象
施
設

は
、
港
湾
区
域
内
及
び
港
湾
区
域
外
二
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
内
に
存
す
る
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
外
郭
施
設

二
　
係
留
施
設

三
　
橋
梁
並
び
に
ト
ン
ネ
ル
の
構
造
を
有
す
る
道
路
、
鉄
道
及
び
軌
道

四
　
固
定
式
荷
役
機
械
及
び
軌
道
走
行
式
荷
役
機
械

五
　
廃
棄
物
埋
立
護
岸

（
水
域
施
設
等
の
建
設
又
は
改
良
）

第
二
十
九
条
　
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
水

域
施
設
等
建
設
（
改
良
）
届
出
書
を
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
の
所
在
す
る
水
域
を
地
先
水
面
と
す
る
地
域

を
区
域
と
す
る
都
道
府
県
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

都
道
府
県
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
同
一
の
届
出
書
を
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、

当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
の
種
類
、
規
模
等
に
よ
り
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
一
部
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
又
は
記
載
し
た
書
類

イ
　
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
の
諸
元
及
び
要
求
性
能

ロ
　
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠

ハ
　
イ
及
び
ロ
の
照
査
方
法

二
　
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
の
施
工
方
法
、
施
工
管
理
方
法
及
び
安
全
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

三
　
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
を
適
切
に
維
持
す
る
た
め
の
維
持
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

四
　
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
の
位
置
及
び
付
近
の
状
況
を
表
示
し
た
縮
尺
一
万
分
の
一
以
上
の
図
面

五
　
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
の
所
在
す
る
水
域
の
範
囲
及
び
水
深
を
表
示
し
た
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
平

面
図

六
　
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
の
規
模
及
び
構
造
を
表
示
し
た
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図
、
立
面
図
、

断
面
図
及
び
構
造
図

七
　
そ
の
他
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
の
所
在
す
る
水
域
及
び
そ
の
周
辺
の
水
域
の
利
用
状
況
そ
の
他
の
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

第
三
十
条
　
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
の
種
類
及
び
規
模

三
　
当
該
届
出
に
係
る
施
設
が
、
水
域
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
船
舶
許
容
能
力
、
係
留
施
設
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
係
留
能
力

四
　
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
の
建
設
又
は
改
良
の
工
事
の
開
始
及
び
完
了
の
予
定
期
日

五
　
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
の
使
用
及
び
管
理
の
計
画

第
三
十
一
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
通
知
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
届
出
又
は
通
知
の
あ
つ
た
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
う
ち
図
面
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、

図
面
に
よ
り
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項
）

第
三
十
二
条
　
法
第
五
十
六
条
の
四
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
工
作
物
等
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量

二
　
工
作
物
等
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
及
び
当
該
工
作
物
等
を
撤
去
し
た
日
時

三
　
工
作
物
等
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
工
作
物
等
を
返
還
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
の
方
法
）

第
三
十
三
条
　
法
第
五
十
六
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
間
、
当
該
工
作
物
等
の
放
置
さ
れ

て
い
た
場
所
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
の
事
務
所
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
統
括
す
る
都
道
府
県
の
事
務
所
又

は
当
該
港
湾
管
理
者
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
公
示
の
期
間
が
満
了
し
て
も
、
な
お
当
該
工
作
物
等
の
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
工
作
物
等
に

つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
（
第
三
十
七
条
に
お
い
て
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
要
旨
を
官
報
、
公
報
又
は
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
こ
と
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
港
湾
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
公
示
を
行
う
と
と
も

に
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
保
管
し
た
工
作
物
等
一
覧
簿
を
当
該
工
作
物
等
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
を
管
轄
す
る

地
方
整
備
局
の
事
務
所
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
統
括
す
る
都
道
府
県
の
事
務
所
又
は
当
該
港
湾
管
理
者
の
事
務

所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
の
方
法
）

第
三
十
四
条
　
法
第
五
十
六
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
は
、
当
該
工
作
物
等
の
購
入

又
は
製
作
に
要
す
る
費
用
、
使
用
年
数
、
損
耗
の
程
度
そ
の
他
当
該
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
に
関
す
る
事
情
を

勘
案
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
港
湾
管
理
者
は
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
こ

と
が
で
き
る
。

（
保
管
し
た
工
作
物
等
を
売
却
す
る
場
合
の
手
続
）

第
三
十
五
条
　
法
第
五
十
六
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
し
た
工
作
物
等
の
売
却
は
、
競
争
入
札
に
付
し
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
競
争
入
札
に
付
し
て
も
入
札
者
が
な
い
工
作
物
等
そ
の
他
競
争
入
札
に
付

す
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
工
作
物
等
に
つ
い
て
は
、
随
意
契
約
に
よ
り
売
却
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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第
三
十
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
港
湾
管
理
者
は
、
当
該
工
作
物
等
を
前
条
本
文
の
競
争
入
札

の
う
ち
一
般
競
争
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
入
札
期
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
五
日
前

ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
工
作
物
等
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
の
事
務
所
、

当
該
都
道
府
県
知
事
が
統
括
す
る
都
道
府
県
の
事
務
所
若
し
く
は
当
該
港
湾
管
理
者
の
事
務
所
に
掲
示
し
、
又
は

官
報
、
公
報
若
し
く
は
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
等
当
該
掲
示
に
準
ず
る
適
当
な
方
法
で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
当
該
工
作
物
等
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量

二
　
当
該
競
争
入
札
の
執
行
を
担
当
す
る
職
員
の
職
及
び
氏
名

三
　
当
該
競
争
入
札
の
執
行
の
日
時
及
び
場
所

四
　
契
約
条
項
の
概
要

五
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
港
湾
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２
　
国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
港
湾
管
理
者
は
、
当
該
工
作
物
等
を
前
条
本
文
の
競
争
入
札
の
う
ち
指

名
競
争
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
三
人
以
上
の
入
札
者
を
指
定
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
者
に
前

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
港
湾
管
理
者
は
、
前
条
た
だ
し
書
の
随
意
契
約
に
よ
ろ
う
と
す
る
と
き

は
、
な
る
べ
く
二
人
以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
作
物
等
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
）

第
三
十
七
条
　
国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
港
湾
管
理
者
は
、
保
管
し
た
工
作
物
等
（
法
第
五
十
六
条
の

四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
を
含
む
。
）
を
所
有
者
等
に
返
還
す
る
と
き
は
、
返
還
を
受
け
る
者
に

そ
の
所
有
権
等
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
者
が
当
該
工
作
物
等
の
返
還

を
受
け
る
べ
き
所
有
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ
、
か
つ
、
第
九
号
様
式
に
よ
る
受
領
書
と
引
換
え
に
返
還
す

る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
三
十
八
条
　
法
第
五
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
八
第
二
項
、

第
五
十
五
条
の
三
の
四
第
二
項
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
当
該
許
可

に
係
る
事
項
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
る
場
合
に
は
、
報
告
す
べ
き
事
項
、
報
告
の
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項

を
明
示
し
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
運
営
会
社
に
対
し
、
そ
の
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報

告
を
求
め
る
場
合
に
は
、
報
告
す
べ
き
事
項
、
報
告
の
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
示
し
、
こ
れ
を
行
う
も
の

と
す
る
。

３
　
法
第
五
十
六
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
管
理
者
以
外
の
者
で
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
を
管
理
す
る

も
の
に
対
し
、
当
該
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
維
持
管
理
の
状
況
に
関
し
報
告
を
求
め
る
場
合
に
は
、
報
告
す

べ
き
事
項
、
報
告
の
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
示
し
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
五
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
係
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
（
国
の
職

員
が
携
帯
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
第
十
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に

係
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
（
国
の
職
員
が
携
帯
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
第
十
一
号
様
式
に
よ
る

も
の
と
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
係
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
は
第
十
二
号
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
十
九
条
　
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
区
域
の
位
置
及
び
面
積

二
　
当
該
区
域
の
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の

し
ゆ
ん

竣

功
認
可
の
告

示
が
さ
れ
た
年
月
日

三
　
当
該
区
域
の
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

四
　
当
該
区
域
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
理
由

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
港
湾
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
職
権
の
委
任
）

第
四
十
条
　
第
十
五
条
の
七
第
二
項
か
ら
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
は
、
地
方
整
備
局
長
又
は

北
海
道
開
発
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
十
四
条
の
三
の
規
定
は
、
法
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
北
海
道
開
発
の
た
め
に
す
る
港
湾
工
事
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
附
則
第
七
項
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
六
項
、
失
効
前
の
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百

三
十
一
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
又
は
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
附
則
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
工
事
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
た
港
湾
施
設
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
法
第
四
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法

附
則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
た
法
第
四
十
六
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
附
則
第
十
五
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
法
附
則
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
港
湾
施

設
の
建
設
又
は
改
良
の
工
事
に
係
る
工
事
実
施
計
画

イ
　
当
該
港
湾
施
設
の
種
類
、
名
称
及
び
位
置
（
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上
の
平
面
図
を
も
つ
て
表
示
す
る
こ

と
。
）

ロ
　
当
該
港
湾
施
設
の
規
模
、
構
造
及
び
安
定
計
算
の
概
要

ハ
　
工
事
方
法

ニ
　
工
事
工
程

ホ
　
工
事
に
要
す
る
費
用
の
概
算

ヘ
　
工
事
の
着
手
及
び
完
成
の
予
定
期
日
並
び
に
港
湾
管
理
者
に
よ
る
供
用
開
始
の
予
定
期
日

二
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
密
接
関
連
事
業
に
係
る
事
業
計
画

イ
　
密
接
関
連
事
業
の
概
要

ロ
　
密
接
関
連
事
業
に
必
要
な
施
設
等
の
概
要

ハ
　
密
接
関
連
事
業
の
運
営
方
法

ニ
　
密
接
関
連
事
業
の
実
施
時
期

ホ
　
密
接
関
連
事
業
の
開
始
に
要
す
る
費
用
の
概
算

三
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
当
該
港
湾
施
設
の
建
設
又
は
改
良
の
工
事
及
び
密
接
関
連
事
業
に
係
る
資
金

計
画

イ
　
資
金
の
調
達
方
法

ロ
　
資
金
の
使
途

四
　
当
該
港
湾
施
設
の
建
設
又
は
改
良
の
工
事
及
び
密
接
関
連
事
業
に
係
る
収
支
計
画

４
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
役
員
又
は
社
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

三
　

近
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
又
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

四
　
組
織
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

五
　
地
方
公
共
団
体
（
そ
の
出
資
さ
れ
、
又
は
拠
出
さ
れ
た
金
額
の
全
部
が
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
出
資
さ
れ
、

又
は
拠
出
さ
れ
て
い
る
法
人
を
含
む
。
）
の
出
資
又
は
拠
出
に
係
る
法
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六
　
令
附
則
第
八
項
第
一
号
の
承
認
を
受
け
て
い
る
工
事
実
施
計
画
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

七
　
令
附
則
第
九
項
の
同
意
を
得
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

八
　
貸
付
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

５
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
附
則
第
三
項
の
申
請
を
し
た
者
が
令
附
則
第
八
項
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
及
び
当
該
港
湾
施
設
に
係
る
港
湾
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。
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６
　
前
項
の
通
知
を
受
け
た
附
則
第
三
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
法
附
則
第
十
五
項
の
国
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
港
湾
施
設
の
建
設
又
は
改
良
の
工
事
に
要
す
る
費
用
の
額
並
び
に
当
該
貸
付
金
の

額
及
び
貸
付
け
の
時
期

二
　
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
港
湾
施
設
の
建
設
又
は
改
良
の
工
事
に
係
る
工
事
実
施
計
画
の
明
細

三
　
当
該
年
度
に
お
け
る
密
接
関
連
事
業
に
係
る
事
業
計
画
の
明
細

四
　
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
港
湾
施
設
の
建
設
又
は
改
良
の
工
事
及
び
密
接
関
連
事
業
に
係
る
資
金
計
画
の

明
細

７
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
港
湾
施
設
に
関
す
る
平
面
図
、
縦
断
面
図
、
標
準
横
断
面
図
、
深
浅
図
そ
の
他
の

必
要
な
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

８
　
法
附
則
第
二
十
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
国
際
拠

点
港
湾
の
港
湾
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

一
　
埠
頭
を
構
成
す
る
係
留
施
設
の
総
延
長
が
お
お
む
ね
千
メ
ー
ト
ル

二
　
少
な
く
と
も
一
の
係
留
施
設
等
（
外
国
コ
ン
テ
ナ
貨
物
定
期
船
（
一
定
の
日
程
表
に
従
つ
て
就
航
す
る
コ
ン

テ
ナ
貨
物
の
運
送
に
係
る
外
国
貿
易
船
を
い
う
。
）
の
使
用
の
一
単
位
に
係
る
埠
頭
を
構
成
す
る
係
留
施
設
及

び
荷
さ
ば
き
地
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
面
の
泊
地
の
水
深
が
十
五
メ
ー
ト
ル

三
　
少
な
く
と
も
一
の
前
号
に
掲
げ
る
規
模
以
上
の
係
留
施
設
等
を
含
む
連
続
す
る
三
の
係
留
施
設
等
の
奥
行
き

（
当
該
係
留
施
設
等
の
総
面
積
（
単
位
　
平
方
メ
ー
ト
ル
）
を
当
該
係
留
施
設
等
に
係
る
係
留
施
設
の
総
延
長

（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）
で
除
し
て
得
た
も
の
を
い
う
。
）
が
お
お
む
ね
五
百
メ
ー
ト
ル

９
　
法
附
則
第
二
十
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
国
際
拠
点
港
湾
に
お
け
る
年
間
の
コ
ン
テ
ナ
取
扱
量
及
び
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
取
扱
い
に
よ
る
地
域
経
済

の
発
展
に
対
す
る
寄
与
の
程
度
が
、
国
民
経
済
上
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
埠
頭
の
機
能
の
高
度
化
に
よ
る
当
該
国
際
拠
点
港
湾
の
運
営
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
港
湾
管
理
者
そ

の
他
の
行
政
機
関
と
当
該
埠
頭
の
運
営
者
そ
の
他
の
民
間
事
業
者
と
の
連
携
協
力
体
制
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
。

三
　
当
該
埠
頭
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化
を
図
る
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
。

四
　
当
該
埠
頭
と
道
路
法
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
一
般
国
道
と
の
連
絡
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

五
　
当
該
埠
頭
の
近
傍
に
お
い
て
、
輸
送
、
保
管
、
荷
さ
ば
き
、
流
通
加
工
そ
の
他
の
物
資
の
流
通
に
係
る
業
務

を
行
う
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
確
保
が
容
易
で
あ
る
こ
と
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
九
月
四
日
運
輸
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
六
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
三
月
一
〇
日
運
輸
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
〇
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
四
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則

第
十
四
条
第
四
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号
リ
（
二
）
の
規
定
並
び
に
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
第
二
号
イ
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
九

年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
損
益
の
計
算
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
七
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
二
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。
）
の
一
部
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
九
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
臨
港
地
区
内
施
設
届
出
書
又
は
臨
港
地
区
内
施
設
通
知
書
を
港
湾
管
理
者
の
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号

に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
の
位
置
、
種
類
、
規
模
及
び
構
造

三
　
港
湾
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
工
場
又
は
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
当
該
工
場
又
は
事
業

場
の
位
置
、
種
類
及
び
敷
地
面
積
並
び
に
作
業
場
の
床
面
積

３
　
前
項
の
届
出
書
又
は
通
知
書
に
は
、
港
湾
法
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も

の
と
す
る
。

４
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
水
域
施
設
等
届
出
書
又
は
水
域
施
設
等
通
知
書
を
当
該
水
域
施
設
等
の
所
在
す
る
水
域
を
地
先
水
面
と
す

る
地
域
を
区
域
と
す
る
都
道
府
県
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
都
道
府
県
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
同
一
の
届
出
書
又
は
通
知
書
を
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
当
該
届
出
又
は
通
知
に
係
る
水
域
施
設
等
の
所
在
す
る
水
域
の
範
囲

三
　
当
該
届
出
又
は
通
知
に
係
る
水
域
施
設
等
の
種
類
、
規
模
及
び
構
造

四
　
当
該
届
出
又
は
通
知
に
係
る
施
設
が
、
水
域
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
船
舶
許
容
能
力
、
係
留
施
設
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
係
留
能
力

５
　
前
項
の
届
出
書
又
は
通
知
書
に
は
、
港
湾
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
五
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
二
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
三
年
度
の
事
業
年
度
に
係
る
収
支
報
告
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
九
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
三
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
許
可
、
認
可
等
の
整
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
の
施
行
の

日
（
昭
和
五
十
五
年
三
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
四
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
日
運
輸
省
令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
五
月
六
日
運
輸
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
四
月
一
二
日
運
輸
省
令
第
九
号
）
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
運
輸
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
港
湾
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾

法
施
行
規
則
第
一
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
聴
聞
に
関
す
る
規
定
の
整
備
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
運
輸
省
令
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
聴
聞
、
聴
問
若
し
く
は
聴
聞
会
（
不
利
益
処

分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
た
め
の
手
続
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
省
令
の
相
当
規

定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
高
圧
ガ
ス
取
締
法
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
証
票
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
身
分
証
明
書
及
び

職
員
証
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
証
票
、
身
分
証
明
書
及
び
職
員
証
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
の
日

（
平
成
十
二
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
測
量
法
及
び
水
路
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
四
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
五
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
を
第
十
四
条
の
三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
五
条
の
二
及
び
第
十
五
条
の
四
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
七
年
十

一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
一
七
日
国
土
交
通
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
海
上
物
流
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平

成
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
九

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
廃
止
）

第
二
条
　
国
土
交
通
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
四
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

（
証
票
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
六
号
様
式
に
よ
る
証
票
及
び
第
十

号
様
式
に
よ
る
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
六
号
様
式
に
よ
る
証
票
及
び
第
十
号

様
式
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
六
号
様
式
に
よ

る
証
票
及
び
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
第

六
号
様
式
に
よ
る
証
票
及
び
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

第
三
条
　
港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
十
五
号
）
附
則
第
二
項

に
規
定
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
（
以
下
単
に
「
技
術
基
準
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
の
建
設
又
は
改
良
を
行
お

う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

第
三
条
の
五
及
び
第
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
十
七
条
の
四
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

３
　
新
規
則
第
五
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う

と
す
る
者
が
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
四
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
六
号
。
次
項
に
お
い
て
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
の
協
議
の
申
出
で
あ
っ
て
、
当
該
申
出
に
係
る
料
率
が
同
項
の
同
意
を
得
て
い

る
料
率
を
超
え
る
も
の
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
（
次
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十

四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
協
議
の
申
出
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
の
協
議
の
申
出
で
あ
っ
て
、
当
該
申

出
に
係
る
料
率
が
同
項
の
同
意
を
得
て
い
る
料
率
を
超
え
な
い
も
の
は
、
新
法
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
し
た
届
出
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
港
則
法
及
び
海
上
交
通
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
の
三
の
改
正
規
定
、
第

十
五
条
の
五
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
三
十
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同

年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
調
製
さ
れ
た
港
湾
台
帳
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾

法
施
行
規
則
第
五
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
二
日
国
土
交
通
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
八
月
二
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
三
年
法
律
第
九
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
九
月
十
五
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以

下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
五
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
法
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
第
五
十
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

港
湾
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
七
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
三
条
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
法
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
第
五
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港

湾
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
十
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
四
条
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
法
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
第
五
十
五
条
の
八
の
規
定
及
び
港
湾
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

二
十
三
年
政
令
第
三
百
四
十
三
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令

に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
第
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
及
び
第
二
十
七
条
の
三
の
規
定
は
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
十
号
様
式
に
よ

る
証
明
書
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
八
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
五
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
明
書

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
九
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
九
一
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
五
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
六
日
国
土
交
通
省
令
第
九
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
四
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
二
四
日
国
土
交
通
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
五
七
号
）

23



こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
四
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
七
月
八
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
明
書

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
七
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行

政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
六
号
様
式
に
よ
る
証

票
及
び
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
六

号
様
式
に
よ
る
証
明
書
及
び
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
九
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
調
製
さ
れ
た
港
湾
台
帳
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾

法
施
行
規
則
第
五
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
六
号
様
式
に
よ
る
証

明
書
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
六
号
様
式
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
七
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令

和
五
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
八
第
一
項

及
び
第
十
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
国

土
交
通
大
臣
に
届
出
を
し
、
そ
の
後
変
更
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
を
し

た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
五
号
の
二
の
二
様
式
に
よ
る
港
湾
環
境
整
備
計
画
認
定
申
請

書
及
び
第
五
号
の
二
の
三
様
式
に
よ
る
港
湾
環
境
整
備
計
画
変
更
認
定
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
五
号
の

二
の
二
様
式
及
び
第
五
号
の
二
の
三
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
二
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
漁
港
漁
場
整
備
法
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
十
一
条
の
九
関
係
）

対
象
地
域
の
名
称
対
象
地
域
の
範
囲

一
北
米
地
域

北
ア
メ
リ
カ
大
陸
（
メ
キ
シ
コ
以
南
の
地
域
を
除
く
。
）

二
欧
州
地
域

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
（
ロ
シ
ア
（
ベ
ー
リ
ン
グ
海
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
及
び
日
本
海
を
含
む
太
平
洋

に
面
す
る
地
域
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）

三
中
南
米
地
域

メ
キ
シ
コ
以
南
の
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
及
び
南
ア
メ
リ
カ
大
陸

四
大
洋
州
地
域

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸

五
ア
フ
リ
カ
地
域

ア
フ
リ
カ
大
陸

別
表
第
二
（
第
十
八
条
の
六
関
係
）

一
　
令
別
表
第
二
第
一
号
に
規
定
す
る
東
京
湾
中
央
航
路
の
区
域
の
う
ち
同
号
（
３
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に
掲
げ
る

地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
同
号
（
３
）
に
掲
げ
る
地
点
と
同
号
（
６
）
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
区
域
及
び
次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
（
１
）
に
掲
げ
る
地
点
と
（
６
）
に
掲
げ
る
地
点

と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
以
外
の
区
域

（
１
）
　
横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
四
〇
度
六
、
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（
２
）
　
第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
三
度
三
〇
分
一
一
、
〇
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（
３
）
　
第
二
海
堡
灯
台
か
ら
〇
度
四
、
〇
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（
４
）
　
第
二
海
堡
灯
台
か
ら
三
二
〇
度
二
、
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（
５
）
　
横
浜
金
沢
木
材
ふ
と
う
東
防
波
堤
灯
台
か
ら
八
七
度
四
五
分
五
、
四
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（
６
）
　
横
浜
本
牧
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
四
一
度
四
五
分
五
、
九
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
　
令
別
表
第
二
第
二
号
に
規
定
す
る
中
山
水
道
航
路
の
区
域

三
　
令
別
表
第
二
第
三
号
に
規
定
す
る
備
讃
瀬
戸
航
路
の
区
域
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四
　
令
別
表
第
二
第
五
号
に
規
定
す
る
来
島
海
峡
航
路
の
区
域

五
　
令
別
表
第
二
第
十
号
に
規
定
す
る
関
門
航
路
の
区
域

別
表
第
三
（
第
二
十
八
条
の
二
十
一
関
係
）

確
認
対
象
施
設
の
種
類

金
額

外
郭
施
設
防
波
堤
、
防
砂
堤
、
防
潮

堤
、
導
流
堤
、
護
岸
、
堤

防
、
突
堤
及
び
胸
壁

津
波
、
偶
発
波
浪
（
港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を

定
め
る
省
令
第
一
条
第
四
号
の
偶
発
波
浪
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
、
レ
ベ
ル
二
地
震
動
等
の
作
用
に
よ
る
損
傷

等
を
考
慮
し
て
設
計
し
た
施
設

二
百
五
十
九
万
五
千

円

そ
の
他
の
施
設

百
九
十
二
万
五
千
円

水
門
及
び

こ
う閘

門

津
波
、
偶
発
波
浪
、
レ
ベ
ル
二
地
震
動
等
の
作
用
に
よ

る
損
傷
等
を
考
慮
し
て
設
計
し
た
施
設

三
百
六
万
三
千
円

そ
の
他
の
施
設

二
百
五
十
九
万
五
千

円

係
留
施
設

一
　
レ
ベ
ル
二
地
震
動
の
作
用
に
よ
る
損
傷
等
を
考
慮

し
て
設
計
し
た
施
設

二
　
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
か
ら
受

け
る
荷
重
の
作
用
に
よ
る
損
傷
等
を
考
慮
し
て
設
計
し

た
施
設

二
百
五
十
九
万
五
千

円

そ
の
他
の
施
設

百
九
十
二
万
五
千
円

道
路

ト
ン
ネ
ル
構
造
を
有
す
る

施
設

静
的
解
析
を
用
い
た
照
査
に
よ
り
設
計
し
た
施
設

三
百
五
十
一
万
三
千

円

動
的
解
析
を
用
い
た
照
査
に
よ
り
設
計
し
た
施
設

四
百
十
六
万
二
千
円

そ
の
他
の
施
設

百
六
万
円

橋
梁

静
的
解
析
を
用
い
た
照
査
に
よ
り
設
計
し
た
施
設

三
百
五
十
一
万
三
千

円

動
的
解
析
を
用
い
た
照
査
に
よ
り
設
計
し
た
施
設

四
百
十
六
万
二
千
円

固
定
式
荷
役
機
械
及
び
軌
道
走
行
式
荷
役
機
械

二
百
五
十
九
万
五
千

円

廃
棄
物
埋
立
護
岸

津
波
、
偶
発
波
浪
、
レ
ベ
ル
二
地
震
動
等
の
作
用
に
よ

る
損
傷
等
を
考
慮
し
て
設
計
し
た
施
設

二
百
五
十
九
万
五
千

円

そ
の
他
の
施
設

百
九
十
二
万
五
千
円

海
浜

百
九
十
二
万
五
千
円

緑
地
及
び
広
場

人
工
地
盤
構
造
を
有
す
る
施
設

二
百
五
十
九
万
五
千

円

そ
の
他
の
施
設

百
六
万
円

第
一
号
様
式
（
第
五
条
関
係
）

第一号様式（第五条関係）（昭49運令28・全改、昭54運令20・平6運令12・平9運令84・平12運令11・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 臨港地区内行為届出書（工場・事業場以外用） 年月日 港湾管理者殿 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあ つては、その代表者の氏名 港湾法第38条の2第1項の規定により、同項第1号 第2号 第4号 の施設の建設 改良 について、次のとおり届け出ます。 1施設の位置、種類、規模及び構造 2施設の使用の計画 3施設の建設 改良 の工事の開始及び完了の予定期日 4添付書類の目録 備考用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  

第
二
号
様
式
（
第
五
条
関
係
）

第二号様式（第五条関係）（昭49運令28・全改、昭54運令20・平6運令12・平9運令84・平12運令11・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 臨港地区内行為届出書（工場・事業場用） 年月日 港湾管理者殿 氏名又は名称及び住所並びに法人に 届出者 あつては、その代表者の氏名 港湾法第38条の2第1項の規定により、工場 事業場 の新設 増設 について、次のとおり届け出ます。 1工場 事業場 の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積 2工場 事業場 の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の計及び輸送に関する計画別紙1のとおり 3工場 事業場 の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の計及び処理に関する計画別紙2のとおり 4工場 事業場 の新設 増設 の工事の開始及び完了の予定期日 5工場 事業場 に係る事業の開始の予定期日 6添付書類の目録 備考届出書及び別紙の用紙の大きさは、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A列4番とすること。 別紙1 搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の計及び輸送に関する計画 1搬入することとなる貨物 当該港湾を利用する貨当該港湾を利用しない 物貨物 貨物の量の 貨物の種類 輸送に関す輸送に関す合計 量の計量の計 る計画る計画 合計 2搬出することとなる貨物 当該港湾を利用する貨当該港湾を利用しない 物貨物 貨物の量の 貨物の種類 輸送に関す輸送に関す合計 量の計量の計 る計画る計画 合計 備考1貨物の量の計は、通常の1年間の貨物の量の計を記載すること。 2港湾を利用する貨物とは、当該港湾において船舶に積み込み、又は船舶から取り卸しされる貨物をいい、港湾を利用しない貨物とは、それ以外の貨物をいう。 3輸送に関する計画欄には、貨物の輸送の方法等を記載すること。 4貨物の量の計の算出の基礎を記載した書面を添付すること。 別紙2 廃棄物の量の計及び廃棄物の処理に関する計画 1廃棄物の量の計及び廃棄物の処理に関する計画 廃棄物の処理に関する計画 廃棄物の量の 廃棄物の種類 計 処理場所処理方法 2その他廃棄物の輸送の方法等廃棄物の処理に関する計画 備考1廃棄物の量の計は、通常の1年間の廃棄物の量の計を記載すること。 2廃棄物の量の計の算出の基礎を記載した書面を添付すること。 
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第
三
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

第三号様式（第八条関係）（昭49運令28・全改、昭54運令20・平6運令12・平9運令84・平12運令11・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 臨港地区内行為変更届出書 年月日 港湾管理者殿 氏名又は名称及び住所並びに法人に 届出者 あつては、その代表者の氏名 港湾法第38条の2第4項の規定により、同条第2項第2号 第3号 第4号 の事項の変更について、次のとおり届け出ます。 1変更に係る事項 2変更の内容 3変更に係る工事の開始及び完了の予定期日 4変更を必要とする理由 5添付書類の目録 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。  

第
三
号
の
二
様
式
（
第
十
一
条
の
十
九
関
係
）

第三号の二様式（第十一条の十九関係）（平23国交令94・追加、平28国交令8・令元国交令1・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 年月日 国土交通大臣殿 国際拠点港湾の港湾管理者 氏名又は名称及び住所並びに法人 にあつては、その代表者の氏名 届出義務発生日年月日 対象議決権保有届出書 港湾法第43条の22第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。 記 1提出者が対象議決権を保有する港湾運営会社に関する事項 港湾運営会社の商号 本店の所在地 2提出者に関する事項 2―1提出者（対象議決権保有者） ※1個人2法人 （ふりがな） 氏名又は名称 （ふりがな） 住所〒 生年月日年月日（ふりがな） ※1明治3昭和5令和 個人2大正4平成勤務先名称 職業勤務先住所 設立年月日年月日（ふりがな）代表者役職 ※1明治3昭和5令和 法人2大正4平成代表者名 事業内容 事務上の連絡先 及び担当者名 電話番号 2―2保有目的 2―3対象議決権保有割合 対象議決権保有 年月日 者になつた日 保有議決権数個（総株主の議決権に対する割合％） 2―4対象議決権を有する株券等に関する担保契約等重要な契約 3共同保有者に関する事項 3―1共同保有者 ※1個人2法人 （ふりがな） 氏名又は名称 （ふりがな） 住所〒 生年月日年月日（ふりがな） ※1明治3昭和5令和 個人2大正4平成勤務先名称 職業勤務先住所 代表者役職 設立年月日年月日（ふりがな） ※1明治3昭和5令和 法人2大正4平成代表者名 事業内容 事務上の連絡先 及び担当者名 電話番号 3―2対象議決権保有割合 保有議決権数個（総株主の議決権に対する割合％） 4提出者及び共同保有者に関する総括表 4―1提出者及び共同保有者 12141 22242 32343 42444 52545 62646 72747 82848 92949 103050 113151 123252 133353 143454 153555 163656 173757 183858 193959 204060 4―2上記提出者及び共同保有者の対象議決権保有割合 保有議決権数個（総株主の議決権に対する割合％） 〔備考〕 1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2記載事項のうち「2提出者に関する事項」には、提出者の議決権の保有状況について記載し、「3共同保有者に関する事項」には、共同保有者がいる場合のみ、共同保有者1人につき1枚ずつ、各共同保有者の議決権の保有状況について記載し、「4提出者及び共同保有者に関する総括表」には、共同保有者がいる場合にのみ、提出者及び共同保有者の議決権の保有状況を一括して記載すること。共同保有者がいない場合には、この様式のうち「3共同保有者に関する事項」及び「4提出者及び共同保有者に関する総括表」に係る部分は提出することを要しない。 3対象議決権保有届出書（以下この様式において「届出書」という。）の提出者が、共同保有者全員の委任を受けて当該提出者及び当該共同保有者全員の届出書を一つにまとめて提出する場合には、当該提出者及び当該共同保有者のそれぞれの議決権の保有状況について、別々に「2提出者に関する事項」に記載するとともに、これらの議決権の保有状況を一括して「4提出者及び共同保有者に関する総括表」に記載すること。この場合には、この様式のうち「3共同保有者に関する事項」に係る部分は提出することを要しない。 4※の付されている欄は、該当する番号を〇で囲むこと。 5記号の付されている項目の記載は、次によること。 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 届出書の提出者本人（代理人が提出する場合には当該代理人）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名を記載すること。 なお、代理人が提出する場合には、届出書の提出を委任した者が、当該代理人に、届出書の提出に関する一切の行為につき、当該委任した者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書に添付すること。 届出書の提出者が、共同保有者全員の委任を受けて当該提出者及び当該共同保有者全員の報告書を一つにまとめて提出する場合には、委任を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名を記載すること。なお、当該共同保有者が、当該提出者に届出書の提出に関する一切の行為につき、当該共同保有者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書に添付すること。 届出義務発生日 対象議決権保有者となつた日を記載すること。 提出者（対象議決権保有者） 民法上の組合その他の法人格を有さない組合又は社団等の場合には、当該組合又は社団等を保有者として提出せず、議決権を所有し、又は金 融商品取引法第27条の23第3項各号に掲げる者に該当する業務執行組合員等を保有者として提出すること。また、この場合、その旨を届出書の「2―4対象議決権を有する株券等に関する担保契約等重要な契約」欄に記載すること。 提出者が個人の場合は「個人」欄に、法人の場合は「法人」欄に必要事項をそれぞれ記載すること。 「設立年月日」欄には、法人設立の登記年月日を記載すること。 「事業内容」欄には、届出書の提出義務が生じた日現在の当該法人の定款等に記載された主要な目的を記載すること。 保有目的 「純投資」、「政策投資」、「経営参加」、「支配権の取得」等の目的及びその内容について、できる限り具体的に記載すること。 対象議決権を有する株券等に関する担保契約等重要な契約 保有株券等に関する担保契約、売戻し契約、売り予約、その他の重要な契約又は取決めがある場合には、その契約の種類、契約の相手方、契約の対象となつている議決権の数量等、当該契約又は取決めの内容を記載すること。株券等を法人格のない組合、社団等の業務執行組合員等として保有している場合、共有している場合等には、その旨記載すること。 共同保有者 共同保有者がいる場合に、提出者が了知している範囲で、に準じて記載すること。 提出者及び共同保有者 共同保有者がいる場合に、提出者及び共同保有者の氏名又は名称のみを記載すること。 上記提出者及び共同保有者の対象議決権保有割合 共同保有者がいる場合に、提出者及び共同保有者の保有議決権数を合計して記載すること。 
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第
三
号
の
三
様
式
（
第
十
一
条
の
二
十
関
係
）

第三号の三様式（第十一条の二十関係）（平二三国交令九四・追加、平二八国交令八・令元国交令二〇・一部改正） （用紙の寸法は、日本産業規格B8とする。） 第号 身分証明書 住所 氏名 写真 職名 生年月日 （表） 右は、港湾法第四十三条の二十三第一項の規定により対象議決権保有届出書の提出者の書類その他の物件の検査ができ る者であることを証する。 交付年月日 有効期間 発行機関名発行機関印 港湾法抜粋 （対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査） 第四十三条の二十三前条第一項の規定により対象議決権保有届出書の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港 湾管理者は、当該対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあ （裏）ると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はそ の職員に当該提出者の書類その他の物件の検査（当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。）をさせる ことができる。 2前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。  

第
四
号
様
式
（
第
十
三
条
関
係
）

第四号様式（第十三条関係）（昭54運令20・全改、平29国交令43・一部改正） 収支報告 （その一）経営関係収支報告 収入支出 費目費目 金額 （千円） 金額 （千円） 施設使用料及び役務利用料経営関係管理費 入港料人件費 水域施設庁費 係留施設港湾調査費 岸壁・さん橋港湾統計調査費 係船浮標・係船くい災害復旧費 物揚場施設維持補修費 その他施設運営費 臨港交通施設経営委託費 鉄道港湾振興費 運河港湾環境整備・保全費 その他港湾厚生費 荷さばき施設等土地建物等使用料 荷役機械その他 荷さばき地経営関係公債償還費等 上屋公債 木材整理場災害復旧 旅客施設元金 保管施設利子 野積場管理的港湾工事 貯木場元金 その他利子 港湾情報提供施設その他 廃棄物処理施設元金 港湾環境整備施設利子 港湾厚生施設一般会計への繰入分等 船舶給水等 船舶修理・保管 引船 綱取 土地 建物 その他 占用料等 水域占用料 土砂採取料 埋立免許料 手数料 国庫支出金 港湾統計委託費 災害復旧負担金 管理的港湾工事補助金 その他 県（市、町、村）支出金 受益者負担金等 受益者等負担金 港湾環境整備負担金 その他 公債 災害復旧 管理的港湾工事 財産売払収入 その他 一般会計からの繰入分等 合計合計 
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第
五
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第五号様式(第十四条関係) 

○ ○ 港 港 湾 台 帳 

 1 港湾管理者の名称、港湾区域及び国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾又は地方港

湾の別 

港湾管理者の名称 
 

港

湾

区

域 

区 域 

 

認 可 年 月 日 
 

国際戦略港湾、国

際拠点港湾、重要

港湾又は地方港湾

の別 

 

 2 港湾における潮位 

潮 位 名 称 潮 位 (m) 観 測 時 備 考 

既 往 最 高 潮 位 
   

最 高 水 面 
   

さく望平均満潮面 
   

平 均 潮 位 
   

東京湾平均海面 
   

さく望平均干潮面 
   

工 事 用 基 準 面 
   

最 低 水 面 
   

既 往 最 低 潮 位 
   

検 潮器 
管 理 者 名 種 類 所 在 地 
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 3 港湾施設の種類、名称、管理者名又は所有者名その他当該港湾施設の概要を把握する

ために必要な事項 

  (1) 水域施設 

   (イ) 航路 

施 設 番 号 
 

名 称 
 

管 理 者 名 等  

延 長(m)  

幅 員(m)  

 

水深

(m) 

計 画 上 の 水 深  

現 在 の 水 深  

海 底 の 地 質 名  

し ゅ ん せ つ の 有 無  

構 造 物 に

よ る 制 限 

構 造 物 名  

制 限(m)  

防 波 堤 等 の 内 外 の 区 分  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度 
 

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  

   (ロ) 泊地及び船だまり 

区 分  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

 

面積

(m2) 

防 波 堤 等 の 内 側  

防 波 堤 等 の 外 側 
 

 

水深

(m) 

計 画 上 の 水 深  

現 在 の 水 深  

海 底 の 地 質 名  

し ゅ ん せ つ の 有 無  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  
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  (2) 外郭施設 

   (イ) 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、護岸、堤防、突堤及び胸壁 

種 類  

施 設 番 号 
 

名 称 
 

管 理 者 名 等  

構 造 形 式  

 

延長

(m) 

建 設 延 長  

機 能 保 有 延 長  

天 端 高(m)  

消 波 工 延 長(m)  

主 要 用 材  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円) 
 

備 考  

   (ロ) 水門及び閘
こう

門 

種 類  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

構 造 形 式  

ゲ ー ト 形 式  

長 さ(m)  

幅 (m)  

水 深(m) 
 

主 要 用 材  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  
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  (3) 係留施設(岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場) 

種 類  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

構 造 形 式  

形 態  

延長

(m) 

取 付 部 を 除 く 延 長  

取 付 部 を 含 む 延 長  

施 設 の 幅(m)  

エ プ ロ ン 幅(m)  

面 積(m2)  

水深

(m) 

計 画 上 の 水 深  

現 在 の 水 深  

天 端 高(m)  

主 要 用 材  

耐 重 力(t／m2)  

主 要 利 用 船 舶 の 種 類 名  

主 要 取 扱 貨 物 名  

附

帯

設

備 

係 船 柱(t×基)  

防 げ ん 材(基)  

照 明 設 備(基)  

階 段 等(個)  

救 命 設 備(名称×個)  

車 止 め(m)  

車両乗降

用 設 備 

基 数  

幅 員(m)  

対象

船舶 

船 型(D／W)  

船 席 数  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  

  (4) 臨港交通施設(道路、駐車場、橋梁
りよう

、鉄道、軌道、運河及びヘリポート) 

種 類  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

構 造 形 式  

起 終 点  

規模 

延 長(m)  

面 積(m2)  

車 道 幅 員(m)  

道 路 敷 幅(m)  

車 線 数(車線)  

駐 車 場

収容台数

(台) 

バ ス  

乗 用 車  

単 線 ・ 複 線 区 分  

桁 下 高(m)  

制 限 高(m)  

最 小 幅 員(m)  

最 小 水 深(m)  

駐 機 数(機)  

舗 装 形 態  

主 要 取 扱 貨 物 名  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  
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  (5) 航行補助施設(航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港

務通信施設) 

種 類  

施 設 番 号 
 

名 称 
 

管 理 者 名 等  

概 要  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  

  (6) 荷さばき施設及び移動式荷役機械 

   (イ) 固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械及び移動式荷役機械 

種 類  

施 設 番 号  

名 称 
 

管 理 者 名 等  

係 留 施 設 名  

荷
役
能
力 

吊 り 上 げ 荷 重(t)  

1 時 間 当 た り の

能 力 (t／時間) 

 

荷 姿 名  

主 要 取 扱 貨 物 名  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

取 得 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  

   (ロ) 荷さばき地及び上屋 

種 類  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

面 積

(m2) 

臨 港

地 区内 

総床面積  

敷地面積 
 

臨 港

地 区外 

総床面積  

敷地面積  

主 要 用 材  

主 要 取 扱 貨 物 名  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  
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  (7) 旅客施設及び移動式旅客乗降用施設 

   (イ) 旅客乗降用固定施設及び移動式旅客乗降用施設 

種 類  

施 設 番 号 
 

名 称 
 

管 理 者 名 等  

長 さ(m)  

幅 員(m)  

主 要 用 材  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

取 得 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  

   (ロ) 手荷物取扱所、待合所及び宿泊所 

種 類  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

総 床 面 積(m2)  

主 要 用 材  

共 用 施 設 名  

収 容 人 員(人)  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  

  (8) 保管施設(倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設) 

種 類  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

面 積

(m2) 

臨 港

地 区内 

総床面積  

敷地面積 
 

臨 港

地 区外 

総床面積  

敷地面積  

主 要 用 材  

保 管 容 量(m3、kl)  

主 要 取 扱 貨 物 名  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  
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  (9) 船舶役務用施設並びに船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給

水及び動力源の供給の用に供する船舶及び車両 

   (イ) 船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設 

種 類  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

供 給 能 力 
 

補給を受ける船舶の係留場所  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  

   (ロ) 船舶修理施設及び船舶保管施設 

種 類  

施 設 番 号 
 

名 称  

管 理 者 名 等  

長 さ(m)  

幅 (m)  

面 積(m2)  

対 象 船 舶 船 型(D／W)  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  

   (ハ) 船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水及び動力源の供

給の用に供する船舶及び車両 

種 類  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

船 型(G／T)  

能 力  

保 管 施 設 名  

取 得 年 度  

事 業 費 総 額(千円) 
 

備 考  
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  (10) 港湾情報提供施設(案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供

するための施設) 

施 設 番 号  

名 称 
 

管 理 者 名 等 
 

総 床 面 積 (m2)  

主 要 用 材  

共 用 施 設 名  

収 容 人 員 (人)  

概 要  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 総 額 (千 円)  

備 考  

  (11) 港湾公害防止施設 

   (イ) 汚濁水の浄化のための導水施設 

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

導 水 の 方 式  

延 長(m)  

断 面 積(m2)  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円) 

 

補助金額(千円)  

備 考  
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   (ロ) 公害防止用緩衝地帯 

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

形 態  

延 長(m)  

幅 員(m)  

面 積(m2)  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  

   (ハ) その他の港湾における公害の防止のための施設 

施 設 番 号 
 

名 称  

管 理 者 名 等  

概 要 

 

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  

  (12) 廃棄物処理施設並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両 

   (イ) 廃棄物埋立護岸 

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

構 造 形 式  

延 長

(m) 

外 周 建 設 延 長  

機 能 保 有 延 長  

内 護 岸 延 長  

天 端 高(m)  

消 波 工 延 長(m) 
 

主 要 用 材  

廃 棄 物 の 種 類  

計 画 処 分 面 積(m2)  

計 画 処 分 量(m3)  

処分開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  
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   (ロ) 廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設及び廃油処理施設 

種 類  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

処 理 能 力  

受 入 容 量  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  

   (ハ) 廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両 

施 設 番 号  

名 称 
 

管 理 者 名 等  

船 型(G／T)  

処 理 能 力  

受 入 容 量  

取 得 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  

   (ニ) その他の廃棄物処理のための施設 

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

概 要 

 

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  

  (13) 港湾環境整備施設 

   (イ) 海浜、緑地、広場及び植栽 

種 類  

施 設 番 号 
 

名 称  

管 理 者 名 等  

用 途 等  

延 長(m)  

面 積(m2)  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  
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   (ロ) 休憩所 

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

総 床 面 積(m2)  

主 要 用 材  

共 用 施 設 名  

収 容 人 員(人)  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  

   (ハ) その他の港湾の環境の整備のための施設 

施 設 番 号 
 

名 称  

管 理 者 名 等  

概 要 

 

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  

  (14) 港湾厚生施設(船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福

利厚生施設) 

種 類  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

総 床 面 積(m2)  

主 要 用 材  

共 用 施 設 名  

収 容 人 員(人)  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度 
 

終 了 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  

  (15) 港湾管理施設及び港湾管理用移動施設 

   (イ) 港湾管理事務所及び港湾管理用資材倉庫 

種 類  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

総 床 面 積(m2)  

主 要 用 材  

共 用 施 設 名  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  
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   (ロ) 清掃船及び通船 

種 類  

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等  

船 型(G／T)  

能 力  

取 得 年 度  

事 業 費 
総 額(千円)  

補助金額(千円)  

備 考  

   (ハ) その他の港湾の管理のための施設 

施 設 番 号  

名 称  

管 理 者 名 等 
 

概 要 
 

用 途  

建設開始及

び終了年度 

開 始 年 度  

終 了 年 度  

取 得 年 度  

事 業 費 総 額(千円)  

備 考  

 4 港湾に関する条例、規則等 

名 称 制定年月日 内 容 備 考 

    

 

第
五
号
の
二
様
式
（
第
十
五
条
関
係
）

第五号の二様式（第十五条関係）（平17国交令78・追加、令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 入出港届 GENERALDECLARATION 到着出発 Arrival Departure 1．船舶の名称、種類及び信号符字2．到着港／出発港3．到着日時／出発日時 Name,TypeandCallSignofship Portofarrival／departure Datetimeofarrival／departure 4．船舶の国籍5．船長の氏名6．前寄港地／次寄港地 Nationalityofship NameofMaster Portarrivedfrom／Portofdestination 8．船舶の代理人の氏名又は名称及び住所 7．船籍港、登録年月日※ 及び船舶番号 Certificateofregistry(Port;Date※ ;Number) Nameandaddressofship'sagent 9．総トン数10．純トン数 船舶の運航者の氏名又は名称及び住所 Grosstonnage Nettonnage Nameandaddressofship'sOperator 11．港における船舶の位置（停泊地） Positionoftheshipintheport(berthorstation) 12．航海に関する簡潔な細目（寄港地及び寄港予定地。積載されたままの貨物が荷揚げされる予定の港に下線を付す。） Briefparticularsofvoyage(previousandsubsequentportsofcall;underlinewhereremainingcargowillbedischarged) 13．貨物に関する簡潔な記述 Briefdescriptionofthecargo 14．乗組員の数（船長を含む。）15．旅客の数16．備考 Numberofcrew(incl.master) Numberofpassengers Remarks 添付書類の枚数※ Attacheddocument※ (Indicatenumberofcopies) 17．積荷目録18．船用品目録 CargoDeclaration Ship'sStoresDeclaration 19．乗組員名簿20．旅客名簿21．日付 CrewList PassengerList Date 22．乗組員携帯品申告書23．検疫明告書 Crew'sEffectsDeclaration MaritimeDeclarationofHealth 当局記入欄 Forofficialuse 24．内航船舶 （注）1※の付されている項目については、記入不要。 2傷病者を緊急の治療のために上陸させる目的で寄港し、直ちに出発する意図を有する船舶については、8．欄のうち「船舶の運航者の氏名又は名称及び住所」の記入不要。 324．欄には、内航船舶に該当する場合のみチェックを付すこと。 Note 1Itisnotnecessarytofillintheitemmarked※ 2Withregardtoshipscallingatportsinordertoputashoresickorinjuredpersonsforemergencymedicaltreatmentandintendingtoleaveagainimmediately,itisnotnecessarytofillinNameandaddressofship'sOperatorofthecolumn8 備考用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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第
五
号
の
二
の
二
様
式
（
第
十
五
条
の
二
十
一
関
係
）

第五号の二の二様式（第十五条の二十一関係）

年 月 日

○○港港湾管理者

○ ○ ○ ○ 殿

氏名又は名称及び法人にあつては、

その代表者の氏名

港湾環境整備計画認定申請書

港湾法第51条第１項に規定する港湾環境整備計画の認定を受けたいので、港湾法施行規則第15

条の21第１項の規定に基づき、下記のとおり関係書類を添えて申請いたします。

記

１ 貸付けを受けようとする緑地等の区域

○○港○○地区○○（別添位置図のとおり）

２ 緑地等の貸付けを受けようとする期間

事業開始の予定期日 年 月 日

事業終了の予定期日 年 月 日

３ １の区域において整備する飲食店、売店その他の施設であつて、当該施設から生ずる収益

の一部を４の港湾施設の整備に要する費用の全部又は一部に充てることができると認められ

るものに関する事項

イ 当該施設の位置、種類、数、規模及び構造

ロ 当該施設の工事に要する費用の概算

ハ 当該施設の工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日

ニ その他必要な事項

４ １の区域において整備する休憩所、案内施設その他の港湾の環境の向上に資する港湾施設

に関する事項

イ 当該施設の位置、種類、数、規模及び構造

ロ 当該施設の工事に要する費用の概算及び当該費用のうち３の施設から生ずると見込まれ

る収益から充当する費用の概算

ハ 当該施設の工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日

ニ その他必要な事項

５ ３及び４のほか、１の区域において行う緑地等の維持その他の港湾の環境の整備に関する

事業に関する事項

６ 資金計画及び収支計画

７ 添付書類の目録

〔備考〕

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ ３及び４については、少なくとも３イからハまで及び４イからハまでに掲げる事項を記
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載するものとすること。

第
五
号
の
二
の
三
様
式
（
第
十
五
条
の
二
十
四
関
係
）

第五号の二の三様式（第十五条の二十四関係）

年 月 日

○○港港湾管理者

○ ○ ○ ○ 殿

氏名又は名称及び法人にあつては、

その代表者の氏名

港湾環境整備計画変更認定申請書

年 月 日付けで認定を受けた港湾環境整備計画について、下記のとおり変更したい

ので、港湾法施行規則第15条の24の規定に基づき、認定を申請します。

記

１ 変更しようとする事項

２ 変更を必要とする理由

３ 添付書類の目録

〔備考〕

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
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第
五
号
の
三
様
式
（
第
十
七
条
の
二
関
係
）

第五号の三様式（第十七条の二関係）（平18国交令93・追加、平23国交令94・旧第五号の四様式繰上・一部改正、令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 年月日 〇〇港港湾管理者 〇〇〇〇殿 氏名又は名称及び法人にあつては、 その代表者の氏名 特定埠頭の運営の事業認定申請書 港湾法第54条の3第1項に規定する特定埠頭の運営の事業に係る認定を受けたいので、港湾法施行規則第17条の2の規定に基づき、下記のとおり関係書類を添えて申請いたします。 記 1特定埠頭の運営の事業の名称 名称〇〇港〇〇地区〇〇埠頭〇〇事業 2特定埠頭の運営の事業の計画 2―1特定埠頭の運営の事業の要 2―2特定埠頭の運営の事業の実施時期 事業開始の予定期日年月日 事業終了の予定期日年月日 2―3特定埠頭の位置 〇〇港〇〇地区〇〇埠頭（別添位置図のとおり） 2―4特定埠頭を構成する港湾施設の種類、数、規模及び構造 種類数規模構造摘要 2―5上記港湾施設の配置図（別添配置図のとおり） 2―6上記港湾施設について原状の変更を行う場合にあつては、その内容（工事要） 3特定埠頭の運営の事業の実施が〇〇港の効率的な運営に特に資するものであることを明らかにするために参考となるべき事項 4資金計画 （単位：百万円） 収入支出 年度 支払利息単年度過 不足額 年度末累 積収支 計計 事業 収入 借入 金 その 他 建設・ 改良費 維持 費 一般 管理 費 元金償 還金 諸税 等 その他 長期短期 計 5貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、その旨及び理由 6その他特定埠頭の運営の事業の実施に関し必要な事項 7添付書類の目録 〔備考〕 1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2申請者が法人を設立しようとする発起人、社員又は設立者であるときは、その旨を明らかにすること。 32―1は、取扱い貨物の種類等を具体的に記述し、当該特定埠頭で行おうとする事業内容を明らかにすること。 42―2は、特定埠頭の運営の事業の開始時期が特定埠頭を構成する港湾施設ごとに異なるときは、その旨を明らかにすること。 52―6は、当該港湾施設の構造上、安全が確保されることを明らかにし、かつ、工程表を添付すること。 63は、当該港湾における当該事業の位置付けを貨物流通の観点等から具体的に記述し、当該港湾の効率的な運営に特に資することを明らかにすること。 74の資金計画は、 少なくとも単年度収支が黒字になる年度分まで作成すること。 「諸税等」欄には、諸税、登記手数料等を記入すること。 
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第
六
号
様
式
（
第
十
八
条
関
係
）

 (裏)  (表) 第
六
号
様
式(

第
十
八
条
関
係) 

(

用
紙
の
寸
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
８
と
す
る
。) 

港
湾
法
抜
粋 

 
(

他
人
の
土
地
へ
の
立
入
り) 

第
五
十
五
条
の
二
の
二 

国
土
交
通
大
臣
又
は
港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
工

事
の
た
め
の
調
査
又
は
測
量
を
行
う
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
又
は
そ
の
委
任
し
た
者
を
他
人

の
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

国
土
交
通
大
臣
又
は
港
湾
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
職

員
又
は
そ
の
委
任
し
た
者
を
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
五
日
前
ま
で
に
、
そ
の
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に

そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
に
対

し
通
知
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
は
、
所
有
者
又
は
占
有
者
の
承
諾
が

あ
つ
た
場
合
を
除
き
、
日
出
前
及
び
日
没
後
に
お
い
て
は
、
し
て
は
な

ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
は
、

そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

発
行
機
関
名 

 

右
は
、
港
湾
法
第
五
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
工

事
の
た
め
の
調
査
又
は
測
量
を
行
う
た
め
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
る
こ
と

が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
。 

 
 
 

交
付
年
月
日 

 
 
 

有

効

期

間 

 第 
 

号 

 
 
 
 

身

分

証

明

書 

写

真 
住

所 

氏

名 
所
属
及
び
職
名 

生

年

月

日 

発
行
機
関
印 

 

 

第
六
号
の
二
様
式
（
第
二
十
八
条
の
三
関
係
）

第六号の二様式（第二十八条の三関係）（平18国交令93・追加、平25国交令91・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 年月日 国土交通大臣殿 登録確認機関 氏名又は名称及び法人にあつては、 その代表者の氏名 確認申請書 港湾法第56条の2の2第3項の確認を受けたいので、港湾法施行規則第28条の3の規定に基づき、下記のとおり関係書類を添えて申請いたします。 記 1施設の名称、種類及び位置 名称〇〇港〇〇地区〇〇 種類港湾法施行規則第28条の2第〇号に規定する〇〇〇 位置〇〇港〇〇地区〇〇埠頭（別添位置図のとおり） 2照査の実施方法の要 3添付書類の目録 〔備考〕 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  
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第
六
号
の
三
様
式
（
第
二
十
八
条
の
七
関
係
）

第六号の三様式（第二十八条の七関係）（平18国交令93・追加、令元国交令20・一部改正） 年月日 〇〇〇殿 国土交通大臣 印 登録確認機関 確認証 下記のとおり確認の申請があつた施設について、技術基準に適合することを確認したので、港湾法施行規則第28条の7第1項の規定に基づき、確認証を交付いたします。 記 1確認の申請の要 1―1申請者の氏名又は名称 1―2申請を受けた年月日 1―3施設の名称、種類及び位置 名称〇〇港〇〇地区〇〇 種類港湾法施行規則第28条の2第〇号に規定する〇〇〇 位置〇〇港〇〇地区〇〇埠頭（別添位置図のとおり） 2確認業務の要 2―1確認業務を実施した年月日 2―2確認業務を実施した確認員の氏名 2―3確認業務を実施した施設の要 3添付書類の目録 〔備考〕 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  

第
六
号
の
四
様
式
（
第
二
十
八
条
の
七
関
係
）

第六号の四様式（第二十八条の七関係）（平18国交令93・追加、令元国交令20・一部改正） 年月日 〇〇〇殿 国土交通大臣 印 登録確認機関 通知書 下記のとおり確認の申請があつた施設について、技術基準に適合すると認められないので、港湾法施行規則第28条の7第2項の規定に基づき、通知書を交付いたします。 記 1確認の申請の要 1―1申請者の氏名又は名称 1―2申請を受けた年月日 1―3施設の名称、種類及び位置 名称〇〇港〇〇地区〇〇 種類港湾法施行規則第28条の2第〇号に規定する〇〇〇 位置〇〇港〇〇地区〇〇埠頭（別添位置図のとおり） 2確認業務の要 2―1確認業務を実施した年月日 2―2確認業務を実施した確認員の氏名 2―3確認業務を実施した施設の要 2―4技術基準に適合すると認められない理由 3添付書類の目録 〔備考〕 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  
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第
七
号
様
式
（
第
二
十
九
条
関
係
）

第七号様式（第二十九条関係）（昭49運令28・追加、昭54運令20・一部改正、昭55運令45・旧第六号様式繰下、平6運令12・平9運令84・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 水域施設等建設 改良 届出書 年月日 都道府県知事殿 氏名又は名称及び住所並びに法人 届出者 にあつては、その代表者の氏名 港湾法第56条の3第1項の規定により、水域施設 外郭施設 係留施設 の建設 改良 について、次のとおり届け出ます。 1施設の所在する水域の範囲 2施設の種類、規模及び構造 3水域施設 係留施設 の船舶許容能力 係留能力 4施設の建設 改良 の工事の開始及び完了の予定期日 5施設の使用及び管理の計画 6添付書類の目録 備考用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  

第
八
号
様
式
（
第
三
十
三
条
関
係
）

第八号様式（第三十三条関係）（平12運令33・追加） 保管した工作物等一覧簿 保管した工作物等 放置され保管を 整理撤去し保管の場 ていた場始めた備考 番号名称又た日時所 形状数量所日時 は種類  
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第
九
号
様
式
（
第
三
十
七
条
関
係
）

第九号様式（第三十七条関係）（平12運令33・追加、令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 受領書 年月日 殿 返還を受けた者 住所 氏名 下記のとおり工作物等（現金）の返還を受けました。 返還を受けた日時 返還を受けた場所 整理番号 名称又は種類 返還を受けた工作物等 形状 数量 （返還を受けた金額） 備考 用紙は、日本産業規格A4の寸法のものとすること。  

第
十
号
様
式
（
第
三
十
八
条
関
係
）

第十号様式（第三十八条関係）（昭四九運令二八・追加、昭五四運令二〇・一部改正、昭五五運令四五・旧第七号様式繰下、平一二運令一一・一部改正、平一二運令三三・旧第八号様式繰下・一部改正、平一二運令三九・平一八国交令九三・平一九国交令一九・平二三国交令九四・平二五国交令六四・平二六国交令四七・平二九国交令四三・令元国交令二〇・一部改正） （用紙の寸法は、日本産業規格B8とする。） 第号 身分証明書 住所 氏名 写真 職名 生年月日 右は、港湾法第五十六条の五第一項の規定により同法第三十七条第一項 （第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項、第五十六条第一 （表） 項）の規定による許可に係る行為に係る場所又は当該許可を受けた者の事 務所若しくは事業場に立ち入ることができる者であることを証する。 交付年月日 有効期間 発行機関名発行機関印 港湾法抜粋 （報告の徴収等） 第五十六条の五国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法 律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項 若しくは第五十六条第一項の規定による許可を受けた者に対し必要な報 告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当 （裏） 該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る 行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させる ことができる。 4前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を 携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた めに認められたものと解してはならない。  
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第
十
一
号
様
式
（
第
三
十
八
条
関
係
）

第十一号様式（第三十八条関係）（平二三国交令九四・追加、平二六国交令四七・令元国交令二〇・令二国交令七・一部改正） （用紙の寸法は、日本産業規格B8とする。） 第号 身分証明書 住所 氏名 写真 職名 生年月日 右は、港湾法第五十六条の五第二項の規定により同法第四十三条の十一 （表）第十二項に規定する港湾運営会社の事務所その他の事業場に立ち入ること ができる者であることを証する。 交付年月日 有効期間 発行機関名発行機関印 港湾法抜粋 （報告の徴収等） 第五十六条の五 2国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、この法律の施行に必 要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、その指定を受 けた港湾運営会社に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求 め、又はその職員に、その指定を受けた港湾運営会社の事務所その他の （裏） 事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する 施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ ることができる。 4前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を 携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた めに認められたものと解してはならない。  

第
十
二
号
様
式
（
第
三
十
八
条
関
係
）

第十二号様式（第三十八条関係）（平二六国交令四七・追加、令元国交令二〇・一部改正） （用紙の寸法は、日本産業規格B8とする。） （表） :第号 身分証明書 写真住所 氏名 職名 生年月日 右は、港湾法第五十六条の五第三項の規定により同法第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設を管理する者の事務所又は事業場に立ち入ることができる者であることを証する。 交付年月日 有効期間 発行機関名発行機関印 （裏） :港湾法抜粋 （報告の徴収等） 第五十六条の五 3港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、港湾管理者以外の者で特定技術基準対象施設を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定技術基準対象施設を管理する者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況若しくは当該特定技術基準対象施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 4前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。  
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